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「はじめに」 

 
 2000年の地方分権改革は、「地域のことは地域で決める」自己決定の原則を高らかに
謳い上げました。「誰が決めるのか」「どのように決めるのか」は自治体に委ねられまし

た。さらに、決めたことをどのようにして実行するのか、自治体政府はどのような理念

にしたがって運営されるかなどを含めて「自治体の憲法」にまとめていくことが求めら

れています。その具体化のために（仮称）新宿区自治基本条例の制定が目指されたので

した。 
 
平成 19年 11月に設置された（仮称）新宿区自治基本条例検討連絡会議は、翌 21年

2月、それまで独自に検討を進めてきた区民検討会議の代表を加えて、区民、議会、行
政の三者による討議･調整の機関として今日まで運営されてきました。原案作成から合

意まで三者構成による会議方式は日本で初めての試みであり、全国の自治体注視のなか

での試行錯誤の繰り返しでした。 
 
会議は、区民、議会、行政それぞれ六名の委員で構成され、私がその座長を務めまし

た。議論を始めるに当たり二つのことを目標としました。一つは、数による決着を避け、

討議を尽くして一致点を探すこと、二つ目は区民の考えを確認しながら進めるというこ

とでした。数による決着をしないということは、実に多くの時間と説得材料を必要とし、

「次回会議で引き続き議論」という扱いを何度も経験しました。また、区民の考えを広

く聞くために、区民討議会（抽出した区民に参加してもらい意見をたたかわせる）やパ

ブリックコメント（骨子案に対して広く一般区民の声を求める）、区民アンケート、地

域懇談会の開催などを実施してきました。 
 
区民検討会議（公募と団体推薦委員）、議会（自治基本条例小委員会）、専門部会（部

課長で構成）それぞれの検討結果を持ち寄っての会議は白熱した雰囲気の中で行われま

した。そして 40回に及ぶ検討連絡会議の末、ここに「新宿区自治基本条例素案」がま
とまりました。時に深夜に及ぶ会議にもかかわらず熱心に議論を続けていただいた区民、

議会、行政のそれぞれの委員の皆さん、資料の作成から会議の記録まで膨大な作業を引

き受けていただいた事務局職員の皆さんにも感謝を申し上げ、ここに答申いたします。 
 
この素案が三者による粘り強い討議の結果であることをご理解いただき、誠実に条例

化されますようお願いいたします。 

 

 

 
             

 

            新宿区自治基本条例検討連絡会議座長 

 

                    辻山 幸宣 
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Ⅰ 新宿区自治基本条例制定に向けた取り組み       

 

１ 新宿区自治基本条例の制定に取り組むに至った経緯 

 

平成 12 年に地方分権一括法という法律が施行され、これ以降、原則として国と地

方は上下・主従という関係から対等・協力の関係へと変わりました。各自治体は、そ

れぞれの地域の特性を踏まえ、自らの判断と責任による行政運営を行うことが必要と

なっています。また、地域主権を実現するためには、区民の一人ひとりが、主体的に

考え、行動し、「自分たちのまちのことは、自分たちが責任を持ち、自分たちで決め

ていく」こと－自治－が、求められています。 

 

 地域の持つ個性や資源を活かしながら、区民が幸せに暮らすことのできる、新宿区

らしい魅力にあふれた豊かな地域社会を創り出すために、区の責務、区政運営の原則

などの基本的なルールを定めるとともに、区民、議会及び区（行政）の役割を明らか

にし、区民の意思を明確に反映できるルールを確立する必要があります。 

 自治基本条例は、自分たちのまち（地域社会）をどのように築いていくかという基

本ルールを文章化したものです。 

  たとえば、学校や会社には規則が、社会には道徳や社会規範、そして法律があるよ

うに、それぞれの社会を円滑に動かし、発展させていくためには、お互いが守る基本

的なルールが必要です。 

 

現在、自治体を運営するための基本原則などを定めた法律として地方自治法があり

ます。しかし、地方自治法は日本全国の自治体に共通する原則、制度、手続きなどを

定めたものであり、新宿区の地域特性を踏まえた自治の仕組みや手続きなどを地方自

治法のみに委ねることはできません。 

  そのため、新宿区という単位で物事を考えたり、決めたりする場合に、誰がどのよ

うな役割を担い、どのような方法で決めていくかなどを定める自治の基本ルールが必

要となります。 

 

  こうしたことから、新宿区では平成 19 年度から新宿区での自治の基本理念や基本

原則を明らかにする、（仮称）新宿区自治基本条例（以下、自治基本条例といいます。）

の制定に向けて取り組んできました。 

「新宿区に住んでよかった」「これからも住み続けたい」と誰もが思えるまちにする

ため、「新宿区らしい自治の仕組み」を、区民・議会・区（行政）の三者が一体とな

って検討してきました。 
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２ 新宿区自治基本条例検討連絡会議の発足 

 

区民会議からの提言や区長マニフェストにおいて、自治基本条例の制定が盛り込ま

れました。区議会としても積極的にその役割を果たしていく必要があると考え、平成

19 年 5 月に「自治・地方分権特別委員会」を設置するとともに、同年 9 月に自治基

本条例について集中的に調査・検討を行うため「自治基本条例検討小委員会」を設置

しました。  

 平成 19 年 11 月、区長と区議会議長との間で協議書を取り交わし、区民、区議会及 

び区（行政）が一体となって自治基本条例の制定に取り組むこととし、そのための情

報交換や意見交換を行う場として、新宿区自治基本条例検討連絡会議（以下検討連絡

会議といいます。）を共同で設置しました。 

 

 

３ 新宿区自治基本条例区民検討会議の立ち上げ 

 

自治基本条例の制定に向けた取り組みを広く周知するとともに、区民の代表で構成

される新宿区自治基本条例区民検討会議（以下、区民検討会議といいます。）の委員

を募集するため、平成 20 年 5 月から 6月にかけて、区内 10 ヶ所で地域懇談会を開催

し、延べ 273 名の方にご出席いただきました。そして、区民検討会議の公募委員には

42 名の方から応募をいただき、抽選により 16 名を選出しました。  

 平成 20 年 7 月、自治基本条例を検討する区民組織として、公募委員 16 名と団体推

薦委員 16 名で構成される区民検討会議を立ち上げました。団体推薦は各地区協議会

から 1 名ずつの計 10 名と町会・自治会から 3 名、そしてＮＰＯから 3 名それぞれ推

薦いただきました。 

 

 

４ 区民・議会・区（行政）三者が一体となった取り組み 

 

平成 21 年 1 月、区民検討会議の委員の中から、検討連絡会議に参加する区民委員

6名を互選により選出しました。これにより、検討連絡会議は、議会から自治基本条

例検討小委員会の委員 6名、区（行政）から専門部会委員の 6名、区民検討会議から

選出された区民委員 6 名、計 18 名に座長として学識経験者を加え、三者が一体とな

って自治基本条例の検討を行う組織となりました。  
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【検討連絡会議の構成】 

 

 

 

５ 区民討議会の開催 

   

検討連絡会議は、自治の基本理念や基本原則、区民、議会、行政の役割など自治の

基本ルールを定めるために、三者それぞれが案を持ち寄り、これまで検討してきまし

た。三者合意により作成した条例骨子案を基に、自治基本条例に関する区民の意識、

意向を広く聴き、条例素案とりまとめにあたっての基礎資料とするため、区民討議会

を開催しました。 

討議参加者は、住民基本台帳等から無作為で抽出した 18 歳以上の 1,500 人の区民

のうち参加申込のあった 156 名の応募者から抽選で選任された 60 名（当日参加者 57

名）を対象に平成 22 年 6 月 19 日（土）・20 日（日）の 2 日間、いずれも午前 10 時

から午後 5時まで開催しました。 

また、討議のテーマは自治基本条例骨子案に対して意見を求めることをその主眼に

おき、選定した小テーマ６つについて話し合い発表するというもので、1日目、2日目

ともそれぞれ３つのテーマについてグループ討議を行い、そのグル－プで討議した内

容に対して参加者一人ひとりが投票し、その結果を条例骨子案に対する区民の平均的

意見を探ることを目的としました。 
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なお、区民討議会の実施結果は報告書に取りまとめ条例素案を作成する際の参考と

しました。 

 

６ 区民アンケート調査の実施 

検討連絡会議は自治基本条例に関する区民の意識、意向を広く聴き、条例素案とりまと

めにあたっての基礎資料とするため、「（仮称）新宿区自治基本条例区民アンケート調査」を

実施しました。 

アンケートは条例骨子案を基に設問を作成し、その対象者は、住民基本台帳等から

無作為で抽出した 18 歳以上の 2,500 人の区民を対象に条例骨子案を基に設問を作成

し、平成 22 年 6 月４日（金）にアンケート用紙を発送し、６月 25 日（金）を回答期

限とし９１５人（36.6％）の方から回答を得てその集計結果を条例素案の作成の際の

参考としました。 

 

７ 自治基本条例制定の流れ 

 

検討連絡会議では、区民検討会議、議会、区の三者から提示されたそれぞれの案を

もとに、条例骨子案を作成しました。この条例骨子案に対し、区民討議会、区民アン

ケート、パブリック・コメントや地域懇談会などで伺った区民の皆様のご意見を参考

しながらこの条例素案に取りまとめ、区長に答申するものです。 

今後、区が条例案を作成し、区議会に提出して議決を経る形で自治基本条例の制 

定を進めていきます。 
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Ⅱ 新宿区自治基本条例素案                    

 

 

 

 

 

１ 前文 

（１） 素 案  

区分 

１ 前文 
条例素案 

 
私たちに繋がる先人たちは、かつて、みどり深き武蔵野大地の一角で集落を形成しま

した。以来、この地では数限りない人々が、連綿としたいのちの営みを続け、幾星霜の

歴史を刻みながら多彩な文化を育んできました。 
 
  昭和２２年（１９４７年）に牛込・四谷・淀橋の三区が合併して誕生した新宿区は、
江戸時代から計画的に市街地として発展した地域、新宿駅を中心にした新興商業地域、

丘陵地の高台に位置した純農村地域など、それぞれ地域によって異なる風情を見せ、多

様性に富んだまちとして都市化しながら今日に至っています。 
 
 私たちの新宿区は、首都東京の中心に位置し、この地には、国内外の人々がともに暮

らし、さまざまな目的を持った多くの人が集い、日々、変貌を遂げながら活力のある国

際的な都市として重要な存在感を示しています。 
 
 私たちの新宿区は、人々が営営として築いてきた価値ある歴史や文化が随所に息づく

まちであり、日本を代表する文豪夏目漱石をはじめ幾多の貴重な人材を輩出していま

す。 
私たちの新宿区は、また、時代の先端を切り拓く新しい文化の発信源として、進取の

気風に富み、エネルギーに満ちたまちです。  
こうした歴史的・文化的遺産や地域の風土は、新宿区が持つ優れた特性として、私た

ちが誇りとするものです。 
 
今、地域自治の時代を迎えようとしています。 
新宿区が持つ特性を生かしながら、安全・安心な社会、持続可能な社会の実現をめざ

し、情報の共有化や区政参加の促進を図り、成熟した地域自治をこの地新宿に花開かせ

ることは、私たちに課せられた大きな使命です。 
 

 
 

前
文 
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（２） 説 明  

 
全体的に、格調高く、わかりやすい文章に心がけ、「です・ます調」にしました。  
 
第１段落 今日までの「この地」の歴史について述べています。１行目の武蔵野大地について

は、広大な大地を意味するため、「台地」ではなく、「大地」としました。 
第２段落 今日までの「新宿区」の歴史について述べています。２行目の「計画的に」は、市

街地が江戸時代から計画的に発展した経緯を物語っています。 
第３段落 新宿区が国際的な都市である特徴を述べています。 
第４段落 歴史や文化が息づくまちであるとともに進取の気風に富むまちであるという特徴を

述べています。 
     １行目の「営営として」は、先人たちが時間をかけて一生懸命努力してきた様を表

しています。 
     ２行目の「夏目漱石」については、日本を代表する文豪を新宿区の人材の代表とし

て掲げました。 
第５段落 地域自治の時代について述べています。 
     地域自治の時代を迎えるにあたり、私たちに課せられた使命について述べています。 
第６段落 世界の恒久平和や地球環境の保全を誓うとともに、市民主権の下の自治を創造する

ことを述べています。 
第７段落 最終段落は、多文化共生や歴史文化の継承について述べるとともに、新宿区の最高

規範としての条例を制定する決意を表明しています。 
     

前
文 

 
私たちは、新たな時代の流れを深く自覚し、世界の恒久平和や地球環境の保全を希求

し、互いの人権や個性を尊重し合いながら、市民主権の下、この地に最もふさわしい私

たちが主役の自治を創造します。 
  
私たちは、世界からこの地に集う人々とともに、互いの持つ多様性を認めあう多文化

共生社会の実現をめざすとともに、新宿区の優れた歴史や文化を世代を超えて継承し、

一人ひとりの思いをしっかりと基盤に据えた地方政府を創りあげる決意を込め、ここに

新宿区の最高規範としてこの条例を制定します。 
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１ 条例の目的 

（１） 素 案  

 

（２） 説 明  

まず、新宿区自治基本条例の目的を規定します。 

わが国は、平成 12 年に 400 本以上の法律を改正して、国に集中していた権限を地

方に移す改革を行いました。これにより「地域のことは、地域で決める」仕組みがで

きました。同時に「地域のことは、地域で責任を持つ」ことも求められました。 

新宿区は、多くの人々が住み、働き、学び、活動しています。そうした多くの人々

が地域に愛着を持ち、地域をより良くするためには何が必要かを考え、その実現に向

けて自発的に行動すること、地域づくりを愉しむことが、これからの新宿区の自治に

とって、とても大切なことです。 

「地域のことを誰が、どうやって決めるのか」ということについて、新宿区の自治

の基本理念に基づいて、区政運営の原則及び区民、議会、区長の責務等を定め、新宿

区のさらなる自治の実現を図ることを目的とするということです。 

自治の基本理念については、この条例ではじめて定めるものではなく、もともとあ

る理念を区民の総意として、この条例で確認するものです。 

また、この条例で定めるのは、 

・区政運営の原則（詳細な手続き規程ではなく、そのもとになる原則） 

・区民、議会、区長の責務等（区民の権利と責務、議会並びに区長及び職員の責務、

住民投票及び地域自治に関することなど）です。 

 そして、「自治の実現を図る」ため常に基本理念に照らし、原則と役割などを踏ま

えて、基本理念の達成に向けて、これからも真摯に取組む新宿区の自治の姿勢をこの

素案の「目的」の表現に込めています。 

区分 

２ 条例の基本的考え方（総則） 
条例素案 

 
この条例は、自治の基本理念を明らかにするとともに、これに基づく区政

運営の原則及び区民、議会、区長の責務等について定め、もって新宿区のさ

らなる自治の実現を図ることを目的とする。 
 

目 

的 
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２ 用語の定義 

（１） 素 案  

 

（２） 説 明  

新宿区の自治や地域の課題解決のためには、新宿区に住所を有する住民が中心であ

ることはもちろんですが、新宿区に関わる様々な主体が担い手となることが欠かせま

せん。 
このことは、住民だけでなく、新宿区で働く人や学ぶ人、活動する人にも地域の発

展や住民福祉の向上などの様々な場面で、積極的に地域に関わってもらい、新宿区の

自治に協力してもらおうということです。また、事業者や公益活動を行うＮＰＯ法人、

法人格のないボランティア団体などについても同様のことと考えました。 

本条例は、新宿区の自治のあり方を定める条例であり、こうしたことを踏まえて、

本条例における区民の定義は、まず、住所を有する者である住民、それに、新宿区で

働く者、学ぶ者、活動する者及び活動する団体としました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（区民の定義） 
新宿区に住所を有する者、並びに新宿区で働く者、学ぶ者、活動する者及

び活動する団体をいう。 
 

用
語
の
定
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３ 条例の基本理念 

（１） 素 案  

 

（２） 説 明  

ここでは、新宿区の自治を進めていく上での基本理念を規定しました。 

まず、今後、新宿区の自治を進めていく上での大前提として、人権を尊重し、ひと

りひとりを大切にする区政を行うということを掲げました。 

次に、自治は、区民の自由な意思に基づいて、検討し、決定し、進めていくもので

あることから、区民が主役の自治の実現を図ることを掲げるとともに、区民は自治の

担い手として地域の課題を解決するということを掲げました。 

次に、区は、地方自治の本旨に基づく基礎自治体であり、他から干渉されることな

く、区民の意思に基づいて自治を行うことから、確立した自治権をもち、区民自治を

基本に区政を推進するということを掲げました。 

なお、「恒久平和の追求」、「地球環境の保全」、「国際性・多文化共生」などは、よ

り大きな概念と認識し、前文に盛り込んでいます。 

また、「情報の共有」、「参加・協働」、「地域自治の尊重」、「透明性」、「説明責任」

などは、基本的な原則として位置づけることとしました。 

さらに、「国や他自治体等との関係」については、別の項を立てて扱うこととしま

した。 

 

 

 
①区は、人権を尊重し、一人ひとりを大切にする区政を行う。 
 
②区は、区民が主役の自治の実現を図り、区民は自治の担い手として地域の

課題を解決するものとする。 
 
③区は、地方自治の本旨に基づく基礎自治体であり、確立した自治権をもち、

区民自治を基本とした区政を推進する。 
 

基
本
理
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４ 条例の位置付け 

（１） 素 案  

 

（２） 説 明  

新宿区自治基本条例を新宿区の最高規範として位置づけます。 

最高規範であるゆえんは、憲法が我が国の統治の基本を定めたものであることと同

様に、本条例が新宿区の自治の基本を定めたものであり、いわば、「わがまちの憲法」

であるということをここで規定したものです。このことから、他の条例等（計画、規

則、要綱など）の制定改廃にあたっては、本条例との整合性を図ることが求められる

ものとしました。 

また、改正が行われたとしても、憲法が憲法であることに変わりがないことと同様

に、本条例も最高規範であることに変わりはありません。したがって、改正の手続き

規定を設けないことや、規定を設けても改正の手続きが困難であるようなことは、本

条例にふさわしくありません。むしろ、基本理念に照らして常に「進化する条例」と

するための規定を設けることが必要です。 

そうしたことから、改正手続きについては、「条例の見直し等」として、別の項を

立てて扱うこととしました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
この条例を新宿区における最高規範とし、他の条例等の制定、改廃に当た

っては、この条例との整合性を図る。 
 

条
例
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１ 区民の権利 

（１） 素 案  

 

 

（２） 説 明  

 ここでは、区民の権利として４つの権利を規定しました。 

 

「区政に関する情報を知る権利」は、区から提供される情報を受けとるだけでなく、

自ら区政に関する情報の提供を求めたり、内容の理解を深めたりすることができる権

利をいいます。 

 

「区政へ参加する権利」は、区が政策などを立案する際や、事業などを実施する際、

またその評価を行う際などに、様々な方法で区民の意見を聞いたり、実際に区民が参

加したりすることを保障するものです。 

 

「自治の担い手として、生涯にわたり学ぶ権利」は、新宿区というまちは、人が住

み暮らす、住居系のまちでもあり、地域自治を推進していくうえで、生涯にわたって

学習することが必要であるとの考えから、区民の権利として盛り込みました。 

「生涯にわたり学ぶ」とは、「理解する」、「情報を共有する」、「政策を提言する」の

前提としての意味合いを含んでいます。 

 

学ぶことの重要さ、それこそが自治の担い手としての区民にとって、生涯にわたっ

て必要な権利であるということの理解を進めるために、「学ぶ権利」については今後

逐条解説文などにも記載していく予定です。 

 

 

区分 

３ 区民の権利と責務 
条例素案 

 
①区民は、区政に関する情報を知る権利を有する。 
②区民は、公共サービスを受ける権利を有する。 
③区民は、区政に参加する権利を有する。 
④区民は、自治の担い手として、生涯にわたり学ぶ権利を有する。 
 

区
民
の
権
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２ 区民の責務 

（１） 素 案  

 

（２） 説 明  

区民の責務は、この１つの文章に多くの意味合いを込めました。 
 
区民は、この地にともに生きるものとして、お互いに個人の自由と人格を尊重する

ことが大切なことは当然なこととだれもが考えていることと思います。 
さらに、もう一方で地域社会との協調を図ることも重要なことであるという主旨を

区民の責務として盛り込みました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
区民は、この地にともに生きるものとして、お互いの自由と人格を尊重し、

良好な地域社会の創出に努める。 
 

区
民
の
責
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１ 議会の設置  

（１） 素 案  

 

（２） 説 明  

法に定められていることですが、区民の代表機関として議会を置くことを自治基本

条例として規定します。 
ここでいう「区民の代表機関」ということについてですが、区議会議員は選挙権を

有する新宿区の住民によって選挙で選ばれています。一方、新宿区の自治や新宿区の

将来の姿を考える際には、住民が中心であることはもちろんですが、新宿区に関わる

様々な主体との連携が欠かせません。また、様々な主体にも、新宿区のことについて、

自主的に、積極的に、住民、議会、区と関わってもらおうと考えています。 
本条例は自治のあり方を定める条例であり、こうしたことを踏まえて、住民に限定

せず、区民の意思を代表する機関として議会を置くとしました。 

 

区分 

４ 議会の役割と責務 
条例素案 

 
区に区民の代表機関として、議会を置く。 

議
会
の
設
置 
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２ 議会の責務 

（１） 素 案  

 

 

（２） 説 明  

議会の責務として、３つの責務を規定しました。 

地方自治制度では、住民は長と議員を直接選挙で選ぶことから、住民は長と議会と

いう二元的な代表を持ちます。 

議会は長と対等の関係で、自治体の運営の基本的な方針を決定（議決）し、行政運

営を調査、監視します。 

また、議会は、自治体の立法機関として政策立案、政策提言を行います。 

議会が自治体の立法機関であることを明らかに、高らかに謳うとともに、政策立案、

政策提言により、さらに議会の活性化に努めるものとしました。 
さらに、議会は、個々の議員としてだけではなく、議会全体として議会活動に関す

る情報を区民と共有し、説明責任を果たすことを盛り込みました。 

 

 
①議会は、区民を代表する機関として、区民の意思が的確に区政に反映され

るよう議決権限を行使するとともに、適正な行政運営が行われるよう調査

し、監視する。  
②議会は、自治体の立法機関として、積極的に政策立案、政策提言を行い、

議会の活性化に努める。 
③議会は、議会活動に関する情報を区民と共有し、説明責任を果す。 
 

議
会
の
責
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３ 議員の責務 

（１） 素 案  

 

 

（２） 説 明  

議員の責務として、２つの責務を規定しました。 

別に定める政治倫理基準として、「新宿区議会議員政治倫理条例」が制定されてい

ます。この政治倫理条例は、新宿区議会議員の政治倫理基準について、厳しく、潔く、

格調をもって規定しています。 

政治倫理条例にも議員の責務の規定はありますが、区民の代表として権限と責任を

自覚して行動することを自治基本条例として規定しました。 
また、この政治倫理条例を踏まえ、議員は、別に定める政治倫理基準その他法令等

を遵守し、公正公平な議会活動を行うことを規定しました。 
「区民の代表」については、議会の設置と同じ考え方です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
①議員は、区民の代表として権限と責任を自覚して行動する。 
②議員は、別に定める政治倫理基準その他法令等を遵守し、公正公平な議会

活動を行う。 
 

議
員
の
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- 16 - 

                  

 

 

 

１ 区長の設置と責務 

（１） 素 案  

 

 

（２） 説 明  

区長の設置は、議会の設置と同様に、法に定められていることですが、区の代表と

して区長を置くことを自治基本条例で定めます。 

 

区長の責務としては、区長は、選出された結果として、区民の信託にこたえ、公正

で公平な区政運営を行うということを規定しました。 

 

区分 

５ 行政の役割と責務 
条例素案 

 
①区に区の代表として区長を置く。 
②区長は、区民の信託にこたえ、公正で公平な区政運営を行なうものと 
 する。 

区
長
の
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２ 区の行政機関の責務 

（１） 素 案  

 

 

（２） 説 明  

区の行政機関（区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員をいう。）は、都や

国の行政機関に比べて、区民に最も身近な行政機関であることはいうまでもありませ

んが、本条例では、このことをしっかりと認識した上で、区民ニーズの的確な把握に

努め、自らの判断と責任のもと職務を執行するということを第一に掲げました。 

また、説明責任、情報共有の方法として、区民が区政の動きを的確に把握し、判断

していくために各種の情報は「分りやすく」提供されてこそ意味があるということを

規定しました。 

 

 

 

 
 
①区の行政機関は、区民に最も身近な行政機関として区民ニーズの的確な

把握に努め、自らの判断と責任のもとに職務を執行する。 
②区の行政機関は、多様な方法により区政運営に関する情報を分りやすく

提供するとともに、区民への説明責任を果すものとする。 
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３ 職員の責務 

（１） 素 案  

 

 

（２） 説 明  

職員の責務として、３つの責務を規定しました。 

 

まず、職員は、新宿区を愛するという気持ちを土台に、区民の目線で、協働の視

点に立って、自治の実現に努めるということを第一に掲げました。 

 

また、職員は、最も身近な地方政府の一員であるということの自覚を、改めて促す

とともに、当然のことではありますが、常に意識しなければならないことから、法令

の遵守と公平公正に職務を執行することを規定しました。 

特に、公益保護及び職員の行動基準と責務の遵守を代表的なものとして掲げました。 

 

さらに、職員は、その職務遂行にあたって、知識の取得や技能の向上に努め、職員

自身の能力を開発していくことを規定しました。 

 

 

 

 
①職員は、新宿区を愛し、区民の視点に立ち、自治の実現に努める。 
②職員は、最も身近な地方政府の一員であることを自覚するとともに、公益

保護及び職員の行動基準と責務に関して別に定める条例その他法令等を遵

守し、公正公平に職務を執行する。 
③職員は、職務の遂行に必要な知識の取得及び技能の向上に努める。 

職
員
の
責
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４ 区政運営 

（１） 素 案  

 

 

（２） 説 明  

区政運営について、６つ規定しました。 

 

まず、ここでは、機関としての区長は、公共サービスの提供に関して、 

・持続可能で健全な財政基盤を確保し、公正・公平な視点に立ち効果的、効率的に

行うこと 

・基本構想に基づき、その実現のため総合的な計画を定めることという、２つの基

本的な方針を規定しました。 

また、財政状況に関する説明責任を果たすため「適切な方法で区の財政状況を公表

すること」を規定しました。 

 

つぎに、区の行政機関は、区民ニーズ（行政需要、行政課題など）に対応し、区の

行政機関の役割と責務を実現するため、組織の整備、編成について、相互の連携を図

り、一体的、総合的な機能を発揮するように整備しなければならないことを規定しま

した。 

 

さらに、「区民意見の把握、区民参加、協働の機会の提供」と「行政評価の実施、

公表と区政への適切な反映」、について規定しました。 

 

 

 

 

①区長は、財政の健全化及び自立的な財政基盤の確立に努め、公正・公平な

視点に立ち効果的かつ効率的な公共サービスの提供に努める。 

②区長は、公共サービスの提供にあたり、基本構想に基づきその実現のため

総合的な計画を定めるものとする。 

③区長は、適切な方法で区の財政状況を公表する。 

④区の行政機関は、組織相互の連携を図り、一体として行政機能を発揮する

よう組織を整備するものとする。 

⑤区の行政機関は、多様な方法により区民の意見を把握するとともに、区民

の区政への参加及び協働の機会を提供する。 

⑥区の行政機関は、行政評価を実施し公表するとともに、区政運営に適切に

反映する。 

区 
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１ 情報公開・個人情報保護 

（１） 素 案  

 

（２） 説 明  

 「情報なければ、参加なし」と言われるように、今後、さらに、区民の区政への参

加や地域自治を推進していくためには、「情報」の取扱いが極めて大切なこととなっ

ています。 

ここでは、情報公開・個人情報保護について、２つ規定しました。 

 

「情報の公開」では、区の行政機関と議会に対して、区民の知る権利の保障、情報

の積極的な公開、区民との情報共有を規定します。 

 

一方、情報が氾濫する社会において、「個人情報を保護すること」も大変重要なこ

とです。 

区の行政機関及び議会に対して、その保有する個人情報の保護と、適切に管理する

ことを規定しました。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

区分 

６ 情報公開・個人情報保護 
条例素案 

 
 
①区の行政機関及び議会は、区民の行政情報を知る権利を保障するとともに、

区政に関する情報を積極的に公開し、区民と共有する。 
②区の行政機関及び議会は、その保有する個人情報を保護し、適切に管理す

るものとする。 
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１ 住民投票 

（１） 素 案  

 

 

（２） 説 明  

ここでは、住民の生活及び区政に重大な影響を有する事項について、住民投票を実

施することができることを明記しています。 

まず、住民から一定の発議要件を満たした請求があった時には、住民投票を実施す

るものとするという規定を設けました。 

 さらに、議会において議員の定数の１２分の１以上の賛成を得て議員提案され、か

つ、出席議員の過半数の賛成により議決した場合には、住民投票を実施するという規

定を設けました。 
 また、区長自らも住民の生活及び区政に重大な影響を有する事項について、住民投

票を実施できるという規定を設けました。 

投票権者は、満１８歳以上の住民のうち別に定める者としました。 

そして、区は、住民投票の結果を尊重しなければならないことも明記しました。 

なお、住民投票の実施に関して必要な事項は、議会・区民・行政の三者で検討した

この条例の理念に基づき、別の条例で定めます。 

区分 

７ 住 民 投 票 
条例素案 

 
①区長は、住民の生活及び区政に重大な影響を有する事項について区内に住

所を有する年齢満１８歳以上の者で別に定める者からその総数の５分の１

以上の連署をもって発議があった場合には、住民投票を実施するものとす

る。 
②区長は、住民の生活及び区政に重大な影響を有する事項について議会にお

いて議員の定数の１２分の１以上の賛成を得て議員提案され、かつ、出席

議員の過半数の賛成により議決した場合には、住民投票を実施するものと

する。 
③区長は、住民の生活及び区政に重大な影響を有する事項について、住民投

票を実施することができる。 
④住民投票の投票権を有する者は、区内に住所を有する年齢満１８歳以上の

者で別に定める者とする。 
⑤区は、住民投票の結果を尊重しなければならない。 
⑥住民投票の実施に関して必要な事項は、この条例の理念に基づき別に条例

で定める。 

住
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票 
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１ 地域自治 

（１） 素 案  

 

（２） 説 明  

 

ここでは、地域自治について、４つ規定しました。 

 

地域自治は、地域特性を踏まえている住民の自治を尊重しながら、さらに個性豊か

で魅力ある地域づくりを、区民が参加できる仕組みの中で進めていくことが大切なこ

とです。 

地域づくり（地域自治）を行う主体は区民であり、地域区分ごとに地域自治組織を

置くことができるということを規定しました。 

 その地域自治の推進に関し、必要な措置は、区の行政機関が行います。 

 また、地域区分はどのような規模が適切なのか、そして新たな地域自治組織はどの

ような組織が適切なのか、拙速に決めないこととしました。現状では、地域の団体と

して、町会・自治会、地区協議会、その他様々な団体が活動しているため、新たなあ

るべき地域自治組織が、既存の様々な団体とどのように連携しどのような関係になる

のか等に関して、別の条例での議論に委ねることとしました。 

そのため、地域区分や地域自治組織に関する詳細な規定については、議会・区民・

行政の三者で検討したこの条例の理念に基づき、別の条例で定めます。 

 

 

 

 
 
 

区分 

８ 地 域 自 治 
条例素案 

 
①区は、地域の特性をふまえた住民の自治を尊重し、区民が個性豊かで魅力

ある地域づくりを行えるよう、地域自治を推進する。 
②区民は、地域区分ごとに地域自治組織を置くことができる。 
③区の行政機関は、地域自治を推進するため必要な措置を講ずるものとする。 
④地域区分及び地域自治組織に関し必要な事項は、この条例の理念に基づき

別の条例で定める。 
 

地 

域

自

治 
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１ 子ども 

（１） 素 案  

 

（２） 説 明  

 

子どもは、自らに係る区政の問題について意見を表明する権利及び社会の一員とし

て、健やかに育つ（心身の成長、教育等）ための環境が保障されていることを規定す

る。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区分 

９ 子ども 

 
子どもは、社会の一員として自らの意見を表明する権利を有し、すこやかに

育つ環境が保障される。 
 

子
ど
も 

条例素案 
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１ 国や他自治体等との関係 

（１） 素 案  

 

（２） 説 明  

国・他自治体との関係として、２つ規定しました。 

一点目は、区は、医療や福祉、環境などの様々な分野で広域的又は共通の課題を解

決するために、国や東京都、他の自治体や病院、大学やＮＰＯ法人などの様々な関係

機関と対等な立場で連携を図り、課題解決に向けて相互に協力して取り組むというこ

とを規定しました。 

二点目は、新宿区は多くの外国人が住み、働き、学ぶまちであり、また、観光など

でも多くの外国人が新宿区を訪れます。こうした国際都市としての自覚を持って、国

際社会との相互理解及び協調に努めることを規定しました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

区分 

１０ 国や他自治体等との関係 
条例素案 

 
①区は、広域的又は共通の課題を解決するために、国、東京都、他の自治体

及び関係機関と対等な立場で連携を図り、相互に協力して取り組むものと

する。 
②区は、国際都市としての自覚を持って、国際社会との相互理解及び協調に

努める。 
 

国
・
他
自
治
体
と
の
関
係 
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１ 条例の見直し等 

（１） 素 案  

 

（２） 説 明  

本条例の見直しの方法を明らかにする規定を設けました。 

本条例は新宿区の最高規範であるとともに、常に進化する条例です。自治のあり方

は、関連する諸制度や、社会経済情勢の変化などに対応していかなければなりません。

そうしたことから、区長は、４年を超えない期間ごとに、この条例及び関連する諸制

度を区民・議会とともに検証し、必要な措置を講ずることとしました。 

 

区分 

１１ 条例の見直し等 
条例素案 

 
区長は、この条例の理念を踏まえ、４年を超えない期間ごとに、この条例

及び関連する諸制度の検証を区民・議会とともに行い、必要な措置を講ずる

ものとする。 
 

見
直
し
等 



【資料1】

氏名 役職名等

学識経験委員 辻山　幸宣 学識経験者

区民代表委員 高野　健 区民検討会議　区民検討委員

土屋　慶子 区民検討会議　区民検討委員

大友　敏郎 区民検討会議　区民検討委員

斉藤　博 区民検討会議　区民検討委員

野尻　信江 区民検討会議　区民検討委員

樋口　蓉子 区民検討会議　区民検討委員

区議会委員 根本　二郎 区議会議員

山田　敏行 区議会議員

佐原　たけし 区議会議員

小松　政子 区議会議員

あざみ　民栄 区議会議員

久保　合介 区議会議員

区職員委員 針谷　弘志 企画政策課長

木全　和人 総務課長

加賀美　秋彦 地域調整課長

菅野　秀昭 生涯学習コミュニティ課長

野澤　義男 柏木特別出張所長

折戸　雄司 都市計画課長

　　　　　　　　（仮称）新宿区自治基本条例検討連絡会議委員名簿    　　　　　　　　 

-27-



 

- 29 - 

 （仮称）新宿区自治基本条例検討連絡会議 開催状況 

開催回 開催日 開催概要 

第１回 平成19年 11月 12日(月)

 

 

・ 座長講演 

・ 区民参画のあり方 

・ 今後のスケジュールの考え方  

第２回 平成19年 12月 17日(月) ・ 区民参画のあり方 

・ 基本条例制定の理由の共通認識 

第３回 平成 20 年 1 月 18 日(金) ・ 区民参画のあり方 

第４回 平成 20 年 2 月 12 日(火) ・ 区民参画のあり方 

・ 条例制定の必要性等 

第５回 平成 20 年 3 月 18 日(火) ・ 区民検討委員募集 

・ 地域懇談会の開催 

・ 条例制定の必要性等 

第６回 平成 20 年 4 月 14 日(月) ・ 地域懇談会 

・ 区民検討委員募集 

第７回 平成 20 年 5 月 29 日(木)

  

・ 地域懇談会開催状況 

・ 区民検討組織（委員選考、検討方法）  

第８回 平成 20 年 7 月 1 日(火) ・地域懇談会開催状況 

・区民検討組織（応募状況、抽選方法、検討方法等） 

・第 1 回（仮称）自治基本条例区民検討会議の進行等 

第９回 平成 20 年 9 月 3 日(水) ・ 地域懇談会開催状況 

・ 第 1回・２回区民検討会議開催状況等 

第 10 回 平成20年 10月 14日(火) ・ 新任委員の紹介 

・ 第３回区民検討会議の開催概要及び第４回区民検討会議実

施状況について 

第 11 回 平成 20 年 12 月 16 日(火) ・ 第５回から第８回区民検討会議の開催状況について  

・ 区民代表委員参加後の検討連絡会議の進め方について 

第 12 回 平成 21 年 2 月 6 日(金) ・ 座長挨拶 

・ 委員紹介（自己紹介） 

・ 議会、行政、及び区民検討会議、三者の検討状況について 

第 13 回 平成 21 年 4 月 8 日(水) ・ 新任委員紹介（自己紹介） 

・ 区民検討会議、議会及び行政の検討項目について 
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第 14 回 平成 21 年 5 月 20 日(水) ・ 条例の基本的考え方（総則）について 

第 15 回 平成 21 年 6 月 25 日(木) ・ 条例の基本的考え方（総則）について 

 

第 16 回 平成 21 年 7 月 22 日(水) ・ 「条例の基本的考え方（総則）」の変更点について 

・ （住民）区民の権利と責務について 

第 17 回 平成 21 年 9 月 3 日(木) ・ （住民）区民の権利と責務について 

 

第 18 回 平成 21 年 9 月 24 日(木) ・ 自治基本条例の制定スケジュールついて 

・ 三者案（区民・議会・行政）の調整方法について 

・ 検討連絡会議の中間報告会の開催について 

・ 「区分 E：住民参加の仕組み」の検討状況について 

第 19 回 平成21年 10月 27日(火) ・ 区分Ｅ：住民参加の仕組みについて 

 

第 20 回 平成21年 11月 18日(水) ・ 区分Ｅ：住民参加の仕組みについて 

・ 区民の権利と責務（三者案の調整）について 

第 21 回 平成 21 年 12 月 2 日(水) ・ 区分 B：区民の権利と責務（三者案の調整）について  

・ 区分 A：条例の基本的考え方（総則）（三者案の調整）について

第 22 回 平成 21 年 12 月 22 日(火) ・ 区分 B:区民の権利と責務 

・ 区分 A:条例の基本的考え方（総則） 

・ 区分Ｆ:地域自治（地域の基盤）についての検討状況について

（報告） 

・ 中間報告会について 

第 23 回 平成 22 年 1 月 14 日(木) ・ 中間報告会の開催について 

・ 区分 A:条例の基本的考え方（総則） 

・ 区分Ｅ：住民参加の仕組み 

・ 区分Ｆ:地域自治（地域の基盤）についての検討状況について

（報告） 

・ 区民討議会について 

第 24 回 平成 22 年 1 月 26 日(火) ・ 中間報告会の開催について 

・ 区分Ｅ：住民参加の仕組み 

・ 区分Ｆ:地域自治（地域の基盤）について（報告） 

・ 今後の三者案の調整の仕方について 

・ 区民討議会運営委託業者の選定方法について 

・ 区民アンケートの実施方法について 
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第 25 回 平成 22 年 2 月 5 日(金) ・ 中間報告会の実施結果について 

・ 各作業の方法とその分担について 

① 盛り込むべき事項の三者案調整 
② 区民討議会の運営会 
③ 区民アンケート 

・ 区分Ｆ:地域自治（地域の基盤）について 

第 26 回 平成 22 年 2 月 19 日(金) ・ (仮称)条例骨子案検討作業チーム 

・ 区民討議会準備会 

・ (仮称)区民アンケート作問検討会 

・ 区分Ｅ:住民参加の仕組みについて（住民投票） 

第 27 回 平成 22 年 3 月 4 日(木) ・ 区分 B：区民の権利と責務について（骨子案の検討） 

・ 区分 F：地域自治について 

・ 区分 D：議会の役割と責務について 

第 28 回 平成 22 年 3 月 23 日(火) ・ 区分 A：条例の基本的考え方（総則）について（骨子案の検討）

・ 区分 E：住民参加の仕組みについて（骨子案の検討） 

・ 区分 F：地域自治について （三者案の検討） 

・ 区分 C：行政の役割とその運営について（専門部会案の報告・

検討） 

第 29 回 平成 22 年 4 月 13 日(火) ・ 新任委員の紹介（自己紹介） 

・ 区分Ｆ：地域の基盤（地域自治）について（三者案について検

討） 

・ 区分Ｂ：区民の権利と責務について（骨子案の検討） 

第 30 回 平成 22 年 4 月 28 日(水) ・ 区分Ｃ:行政の役割と責務、行政の運営、税財政と区分Ｇ:情報

の共有 について（三者案について検討） 

・ 区分Ｆ:地域の基盤（地域自治）について（骨子案の検討） 

・ 区民討議会準備会・区民アンケート作問検討会からの報告 

第 31 回 平成 22 年 5 月 12 日(水) ・ 区分Ｄ:議会の役割と責務 について （三者案について検討） 

・ 区分Ｃ:行政の役割と責務、行政の運営、税財政と区分Ｇ:情報

の共有 について（骨子案の検討） 

・ 区民討議会準備会及び区民アンケート作問検討会からの報告

・ 地域懇談会の開催について 

第 32 回 平成２２年 ５月２７日（木） ・ 区分Ｄ:議会の役割と責務 について （骨子案の検討） 

・ 区分Ｃ:行政の役割と責務、行政の運営、税財政と区分Ｇ:情報

の共有 について（骨子案の検討） 

・ 区民アンケート作問検討会及び区民討議会準備会からの報告

・ 区民討議会の開催について 

 プログラム案の説明 
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  説明者の選定 

・ （仮称）自治基本条例制定スケジュールについて 

第 33 回 平成 22 年 6 月 17 日(木) ・ 区分Ｃ:行政の役割と責務、行政の運営、税財政と区分Ｇ:情報

の共有 について（骨子案の検討） 

・ 区分Ｄ:議会の役割と責務 について （骨子案の検討） 

・ 区分Ａ:条例の基本的考え方（総則）について （骨子案の検

討） 

①区民の定義について 

②その他 

・ 区民討議会の開催について 

  当日の資料について 

  当日の役割の確認 

・ （仮称）自治基本条例制定スケジュールについて 

第 34 回 平成 22 年 6 月 23 日(水) ・ 条例骨子案の全体調整について 

・ 区分 H:条例の見直し等、区分 I：国や他自治体等との関係、 

区分 J：その他 について（三者案の説明及び骨子案の検討） 

第 35 回 平成 22 年 6 月 29 日(火) ・ 条例骨子案及びパブリック・コメントについて 

・ 条例素案の策定に向けての検討事項 

  ①区民の定義 

②その他の用語の定義 

  ③住民投票 

  ④前文 

  ⑤区分 H：条例の見直し等 

  ⑥区分Ｉ：国や他自治体等の検討 

  ⑦区分 J：その他（教育・子ども） 

・ 地域懇談会の開催について 

第 36 回 平成 22 年 7 月 15 日(木) ・ 条例骨子案に対するパブリック・コメントの実施 

・ 条例骨子案「行政の役割と責務」の課題の検討 

・ 区民討議会報告書及び区民アンケート結果（速報版）について

・ 区分J：その他、区分H:条例の見直し等、区分I：国や他自治体

等との関係について（三者案の説明及び素案の検討） 

・ 地域懇談会の開催について 

第 37 回 平成 22 年 7 月 29 日(木) ・ 地域懇談会の開催について 

・ 前文について（区民検討会議案及び議会案の説明及び素案

の検討） 

・ 区民討議会報告書及び区民アンケート結果を踏まえた素案へ

の反映について 

・ 区分 J：その他「教育・子ども」について 
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・ 区分 H:：条例の見直し等について 

・ 区分 I：国や他自治体等との関係について 

第 38 回 平成 22 年 8 月 12 日(木) ・ 地域懇談会の開催結果について 

・ 条例素案の検討及び確認 

① 区分０：前文について 
② 区分１：区民の定義について 

第 39 回 平成 22 年 8 月 19 日(木)

 

 

 

・ 条例素案の検討及び確認 

①区分０：前文について 

②区分６：住民投票について 

③区分７：地域自治について 

④その他検討等を要する事項 

・パブリック・コメントについて 

・条例素案の取りまとめについて 

 

第 40 回 平成 22 年 8 月 24 日(火)

 

 

 

・条例素案答申（案）について 

・条例素案について 

・パブリック・コメントについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【資料3】

○地域懇談会開催概要

１　参加者等について

日程 司会 挨拶 説明 他の参加委員

8月3日(火） 37 人 61 人 加賀美委員 高野委員 佐原委員 野尻委員、山田委員、折戸委員

8月５日(木） 41 人 60 人 土屋委員 根本委員 菅野委員 大友委員、久保委員、木全委員

8月７日(土） 26 人 51 人 樋口委員 針谷委員 小松委員 斉藤委員、あざみ委員、野澤委員

104 人 172 人

参加者人数
（検討連絡会議委員・従

事職員を除く）
参加者総数

合計

戸塚地域センター

四谷地域センター

牛込箪笥地域センター

開催会場



地域懇談会　会議録　　　牛込箪笥地域センター
８月３日（火）午後６時～８時　牛込箪笥地域センター

参加人数　３７人　(検討連絡会議委員・区職員事務従事者を除く）

担当　　高野委員、野尻委員、山田委員、佐原委員、加賀美委員、折戸委員

質問項目 参加者の意見・質問要旨 回答要旨 地域 備考

1 ③条例の基本理念

・　自治基本条例骨子案・冊子（以下、「骨子案冊子」という）２ページ
にある基本理念の②に市民主権とかかれているが、区民主権では
ないか。
　先日、「新中央図書館作成委員会（素案）」に参加したが、行政は
十名位来ていたが区民は少なかった。新宿区の実態はまだそんなと
ころであり、市民革命の歴史がない日本で市民主権という言葉はま
だ定着していないと思う。せいぜい住民主権ではないか。
　

　６月１９、２０日の区民討議会の中でも、市民主権という文言については分かりづら
い、不適切では、という話がでました。自治基本条例検討連絡会議（以下、「検討連絡
会議」という）の中でもずいぶんと論議したとろこです。ただ、自治の担い手である区
民の定義を、住民に、働く人、学ぶ人、活動する人及び活動する団体を含めることと
したので、区民に限定せず大きな意味での市民ととらえて市民主権としました。（区民
委員）
　歴史的な背景が薄いので市民主権という言葉が定着していない部分はあります。し
かし、「新宿区の憲法」として、あえて大上段でかまえるところと考え、市民主権にしま
した。（区議会委員）

箪笥

2 ⑯住民投票

・骨子案冊子１５ページにある住民投票について非常に大事なことと
思う。これは常設型で考えているのか。
　また、住民投票の実施方法として、選挙で行う、郵送で行う、投票
の申し立てなどの方法があるがどのような形を考えているのか。

　住民投票については常設型の仕組みで、検討連絡会議において合意しています。
発議者数や投票年齢をどうするかなどについては現在検討中です。住民にとって使
いやすい条例にしたいと思います。（区議会議員）

箪笥

3 ⑱その他

・地方自治法と自治基本条例との関係を伺いたい。また、なぜ今、自
治基本条例を作るのか。

　新宿区の自治基本条例は、地方自治法の規制を受けてつくるものではありません。
ただ、議会の設置など地方自治法と関係する部分もあります。
　先ほどの説明にもありましたが、２０００年４月の地方分権一括法により400もの法
の改正とともに、国と地方の関係が基本的に「対等」になりました。区独自の行政がで
きるようになり、区民が主体的に、どのようなことを行政や議会に望んでいくかを明確
にしていく仕組みをつくるために、この条例をつくることにしました。（区議会議員）

箪笥

4 ⑤用語の定義

・区民の定義で住民以外に働く人、学ぶ人などを含めているが、住
民以外のものが権利を有するのはいかがか。意見する程度であれ
ば良いが権利を与えるのは強すぎる。
　また、区民の定義に住民以外も含むと議会の定義も変わるので
は。

　例えば、まちづくりのルールを決める際には区民外の土地・建物の利権者など、住
民登録がなくても権利のある人が参加しています。骨子案冊子の５ページにもあると
おり、区政に参加する権利としては政策立案、事業実施や事業評価をするなどの方
法があります。例えば、区内で活躍するＮＰＯや市民グループなどによる「公園づくり」
であります。（区職員委員）
　議会の投票権に関しては、住民票のある住民が対象です。（区民委員）

箪笥

5 ⑥区民の権利
・住民以外の区民は「参加する権利」ではなく、「意見を述べる機会
がある」という方がよいのではないか。【意見】

箪笥

出席者 高野委員、大友委員、斉藤委員、土屋委員、野尻委員、樋口委員
　　　　  根本委員、山田委員、佐原委員、小松委員、あざみ委員
　　　　　針谷委員、加賀美委員、折戸委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議会事務局次長



地域懇談会　会議録　　　牛込箪笥地域センター
８月３日（火）午後６時～８時　牛込箪笥地域センター

参加人数　３７人　(検討連絡会議委員・区職員事務従事者を除く）

担当　　高野委員、野尻委員、山田委員、佐原委員、加賀美委員、折戸委員

質問項目 参加者の意見・質問要旨 回答要旨 地域 備考

出席者 高野委員、大友委員、斉藤委員、土屋委員、野尻委員、樋口委員
　　　　  根本委員、山田委員、佐原委員、小松委員、あざみ委員
　　　　　針谷委員、加賀美委員、折戸委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議会事務局次長

6 ⑥区民の権利

・区税を使った区民の公共サービスを、住民以外の人にも与えること
になるが、予算はどう使われるのか。また、具体的な公共サービス
の内容はどのようなものか。

　公共サービスを受ける権利には、例えば学生が図書館で本を借りたり、区内の会社
に勤務する人が区施設を利用するなど幅広くあり、住民でなくても受けることができま
す。（区職員委員）

箪笥

7
⑱その他
(条例の見直し）

・三鷹市の自治基本条例は２年で見直すことを定めて、市民の審判
を仰ぐ。想定外の事項が出ることも考慮して、新宿区の自治基本条
例も見直しができるようにするべきだ。

　条例改正の手続き、進行、見直しの年数等については現在検討中です。（区民委
員）

箪笥

8 ⑰地域自治

・地域自治区の範囲はどの程度で考えているのか。 　自治区の区分については現在検討中です。現在は出張所単位の地域でさまざまな
団体が活動していますが、自治区の区分に関しては、誰がいつ定めるのかを検討し
て、別条例で定めることになります。（区民委員）

箪笥

9 ③条例の基本理念

・自治基本条例の基本理念には障害者も含んでいるかが曖昧だ。 　法の下平等であるので、あえて書いてはいません。骨子案冊子２ページの基本理念
①人権の尊重のなかでも、ひとりひとりを大切にすると示しています。また、前文でも
明記していきたいです。（区民委員）

箪笥

10
⑤用語の定義
(区民の定義）

・区民に含まれている活動団体というのは、区に登録の申し込みを
しなければいけないのか。登録をしないと意見を出すことができない
のか。

　団体の定義については、まだ整理できていません。（区民委員） 箪笥

11 ⑱その他

・４．行政の役割と責務で、区長が不在のとき、この自治基本条例は
どうなるのか。

　区長が不在の際は、代理規定があります。行政は組織として対応していきます。
（区職員委員）

箪笥

12 ⑬職員の責務

・職員の責務のところで、職務の遂行に必要な知識の取得とある
が、障害者の点字や手話通訳なども含むか。

　条例では理念を述べることとしています。職員研修・教育をしていく中の一環でお話
にあった知識の習得も含められます。（区職員委員）

箪笥



地域懇談会　会議録　　　牛込箪笥地域センター
８月３日（火）午後６時～８時　牛込箪笥地域センター

参加人数　３７人　(検討連絡会議委員・区職員事務従事者を除く）

担当　　高野委員、野尻委員、山田委員、佐原委員、加賀美委員、折戸委員

質問項目 参加者の意見・質問要旨 回答要旨 地域 備考

出席者 高野委員、大友委員、斉藤委員、土屋委員、野尻委員、樋口委員
　　　　  根本委員、山田委員、佐原委員、小松委員、あざみ委員
　　　　　針谷委員、加賀美委員、折戸委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議会事務局次長

13 ⑧議会の設置

・骨子案冊子８ページの議会の責務に、区民の代表する機関とある
が、ここでいう区民とは選挙権のある住民のことか、それとも自治基
本条例でしめす区民か。
　１０ページの区長の設置と役割の部分でも同様のことがいえる。

　ご指摘のとおり、区民の概念に、住民に、働く人、学ぶ人などを含めるのは、論理的
には違っています。ただし、この自治基本条例は「新宿区自治のあり様」を決める条
例なので、当然に住民が核となりますが、その住民だけではなく、自治をつくる人たち
は誰かというところに着目し定義をしました。区長も同じで、論理的に選挙法上言わ
れると合わなくなります。（区議会委員）

箪笥

14
⑱その他
(条例の見直し等）

・説明を聞いて分かったが、今の文章では分かりづらく誤解を招く。
この条例を成功させるためには条文や逐条解説に載せた方がよ
い。
・この条例は社会実験的な部分もあるので実際に運用していく中で、
評価、改善を積み重ねていくことになる。ＰＤＣＡサイクルで成長させ
ていかなければならない。

　他にも誤解を受けやすいところや補足が必要なところがありますので、逐条解説は
つくります。
　条例の見直しについては、現在、見直しを安易に行うことのないよう考えながらつ
くっていますが、自治法の改正等による影響で条例を改正することもあります。現在４
年をこえない範囲で見直すことを考えていますが、時代に遅れずに迅速に対応できる
ように明確にしていきたいと思います。（区議会委員）

箪笥

15
⑱その他
(条例の見直し）

・この条例は社会実験的な部分もあるので実際に運用していく中で、
評価、改善を積み重ねていくことになる。ＰＤＣＡサイクルで成長させ
ていかなければならない。【意見】

箪笥

16 ⑱その他

・現在、区民・議会・行政で検討しているというが、「マンション建設」
について行政に相談に行ったが相手にされなかった。行政・議会で
の話し合いの場がなく、不信感をもっている。この条例で、そういった
窓口を検討しているか。

　陳情・請願等について議会で現在も受付けておりますが、自治基本条例において
も、そういったケースへの取り扱いについて現在検討中です。（区民委員）
　お話にあった「南榎町の件」は地権者も含め、現行制度での地区計画・まちづくりの
問題であり、都市計画法で定められているものです。（区職員委員）

箪笥

17
⑤用語の定義
(区民の定義）

・この条例骨子案では、自治の担い手とは住民以外の人たちが入っ
ているが、その「根拠」を知りたい。
　区民の定義に、法人や区民外の人たちも入れているが、区は住民
より法人や区民外の人たちを優先している気がする。
　自治の担い手として区民外の人たちや外国人などを配慮するのは
いいが、「区民」は住んでいる人だけでいいのでは。理念としてもお
かしいと思う。

　一つの理念として考える場合、自治の担い手は、夜間人口３０万人の住民と昼間人
口８０万人のさまざまな人たち、活動者も含めます。本条例は理念条例であり、夜間・
昼間人口の両者で自治を考えていくこととしました。
　区民の定義に通勤者やニューカマーを含むのか、「住民のとらえ方」を含めていろい
ろ検討してきました。ただ、自治というのは住民だけでなく、自治を担っていこうという
気持ちを持つ人達を含めようという気持ちで、緩やかな「区民」を考えました。（区民委
員）

箪笥



地域懇談会　会議録　　　牛込箪笥地域センター
８月３日（火）午後６時～８時　牛込箪笥地域センター

参加人数　３７人　(検討連絡会議委員・区職員事務従事者を除く）

担当　　高野委員、野尻委員、山田委員、佐原委員、加賀美委員、折戸委員

質問項目 参加者の意見・質問要旨 回答要旨 地域 備考

出席者 高野委員、大友委員、斉藤委員、土屋委員、野尻委員、樋口委員
　　　　  根本委員、山田委員、佐原委員、小松委員、あざみ委員
　　　　　針谷委員、加賀美委員、折戸委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議会事務局次長

18
⑱その他

・１１月には区長選、そして議会の改選も続く時期だが、この自治基
本条例はいつ制定する予定なのか。
　また、検討中の事項が多いが、これから、もう１回地域懇談会は開
催されるのか。

　第３回定例会で制定する予定です。
　検討中の項目については、今回の懇談会の意見も取り入れてさらに検討していきま
す。地域懇談会は時期的に間に合わないのですが、条例制定をしましたら、改めて各
地域でこの説明会を開催していきます。（区職員委員）

箪笥



地域懇談会　会議録　　　戸塚地域センター 　
８月５日（木）午後６時～８時　戸塚地域センター
参加人数　４１人　(検討連絡会議委員・区職員従事者を除く）

担当　　土屋委員、大友委員、根本委員、久保委員、木全委員、菅野委員

カテゴリー 参加者の意見・質問要旨 回答要旨 地域 備考

1 ③条例の基本理念

・基本理念の②は何故区民主権ではなく市民主権なのか。 　市民主権の市民は全世界共通の言葉である。区は区民主権、町は町民主権、村は
村民主権、県民主権、道民主権となるが、市民主権にはすべてが含まれています。
区民主権というと新宿区に限ってしまうが、全世界共通で通用する市民主権という言
葉を使い、住民が本来持っている民主主義の権利を表現しました。（区議会委員）

戸塚

2 ②条例の目的

・条例の基本的な考え方の「自治の実現を図ることを目的とする」と
あるが、どんな自治を目指すのか。

　基本理念に書いてあることが説明になります。自分たちが住んでいる地域、自分た
ちが暮らす地域社会を自分たち自らの手で自分たちの意思と責任でもって、それぞ
れの地域特性を活かしながら治めていく事を基本として、地域の課題を解決していく、
そのような自治を目指していきます。（区議会委員）

戸塚

⑨議会の責務

⑩議員の責務

4 ⑥区民の権利

・住んでいる人の区民としての権利と働いている人などの昼間人口
の人の権利、それに重さをつけるという方法もあるのかと思う。対等
だと昼間人口のが多いので、住んでいる人より働いている人たちの
権利が重くなるのでは。

　地域の課題をどのように住む人たちの考えで解決できるかが基本。それは住民以
外の人の力を借りなければ出来ません。言葉の表現で軽重をつけるのではなく、例え
ば住民投票に参加できるできないということで軽重はついていると考えています。（区
職員委員）

戸塚

戸塚

出席者 高野委員、大友委員、土屋委員、野尻委員
　　　　  根本委員、山田委員、佐原委員、小松委員、久保委員
　　　　　針谷委員、木全委員、菅野委員、

3

・議会の責務、議員の責務について、区民を代表する機関、区民を
代表してとあるが、区民の定義には学ぶ人、働く人、地域の団体も
含まれている。選挙権のない人の代表というのは整合性がないので
はないか。

　区民という言葉は自治用語で住んでいる人が区民となります。それでは31万住民で
新宿の町を作るのかというと、NPOなどで町づくりなどにかかわってきた人たちを排除
するのかという議論になります。選挙法上ということで言われると合わなくなるが、何
とか良い言葉で31万住民を中心として８０数万の働き学ぶ人たちと町を作る表現が出
来ないだろうかということで区民の定義について考えました。（区議会委員）



地域懇談会　会議録　　　戸塚地域センター 　
８月５日（木）午後６時～８時　戸塚地域センター
参加人数　４１人　(検討連絡会議委員・区職員従事者を除く）

担当　　土屋委員、大友委員、根本委員、久保委員、木全委員、菅野委員

出席者 高野委員、大友委員、土屋委員、野尻委員
　　　　  根本委員、山田委員、佐原委員、小松委員、久保委員
　　　　　針谷委員、木全委員、菅野委員、

5 ⑥区民の権利

・働いている男女にどのように区政に参加する権利を保障するの
か。

　権利を行使する機会を保障するのは難しいが、地域参加・貢献というのは、出て
行って参加する方法以外にも、機会をつくって意見を言ったり表明するのも一つの参
加です。あるいは、寄附をするというのも一つの参加の意思表示。そういった多様な
方法でそれぞれの方の意見を区政に反映させていきます。理念としてはそういったこ
とが可能だと考えています。（区職員委員）

戸塚

6
⑫区の行政機関の役
割と責務

・区の行政機関の役割と責務の③「持続可能で健全な財政基盤を確
保するとともに、効果的かつ効率的な公共サービスの提供に努めな
ければならない」とあるが、弱者にとってはもっとサービスが必要と
思うがこの点どうか。

　基本条例のなかで役割と責務が定義されており、自分たちが地域のなかで何がで
きるかできることはやっていく、それに伴って、責任も出てくるということを定義してい
ます。行政全般的にいえば、提供するだけでは地域の秩序を作るのは難しいのでは
ないかということでこういった表現にしています。（区職員委員）

戸塚

7 ⑤用語の定義

・区民の定義と議会との関係は整合性が取れないと思う。別に条例
をつくらなければいけないと思うがどうか。

　一つ一つの問題については個別条例をつくっていきます。基本条例はこれからの新
宿区をどうしていくかという理念を定めるものです。住民投票についても住民投票条
例を定めるし地域自治も推進するとなっており、今後条例を定めます。すでにある条
例については基本条例に沿って訂正が必要なものは訂正します。議会についていえ
ば、議会基本条例をつくるか、つくらないか含めて議論をしています。
　住民の代表か区民の代表かということは、新都心構想や東西自由通路をどうする
か、そういうことを決めるのも議会の仕事、３１万区民に選挙されたが、住民の利益は
もちろん新宿に来る全体の人の利益を考えてもいるということでこういう表現としまし
た。（区議会委員）

戸塚

8 ⑰地域自治

・地域自治について何年以内に条例をつくるか基本条例に入れたら
どうか。

　何年以内と回答できる状況ではないが区民、議会、行政の3者でスピーディーにつ
くっていきます。（区職員委員）

戸塚



地域懇談会　会議録　　　戸塚地域センター 　
８月５日（木）午後６時～８時　戸塚地域センター
参加人数　４１人　(検討連絡会議委員・区職員従事者を除く）

担当　　土屋委員、大友委員、根本委員、久保委員、木全委員、菅野委員

出席者 高野委員、大友委員、土屋委員、野尻委員
　　　　  根本委員、山田委員、佐原委員、小松委員、久保委員
　　　　　針谷委員、木全委員、菅野委員、

9 ⑱その他

・新宿区基本構想は平成３７年まで、総合計画は平成２９年度までに
なっている。せめて、平成３７年までにどういう順番でどういうふうに
するかということは、職員も議員も考えてほしい。

　区が基本構想・総合計画をつくるに当たっては、３００人を超える区民の方に参加い
ただいて、区民会議の中で検討していただきました。その提案を受けて、平成３７年ま
での基本構想、２９年度までの総合計画を策定しました。さらに実行計画を定めて、
決められた理念に基づいて取り組んでいるところです。そういうことも広く皆様にお知
らせしていきたいと思います。
（区職員委員）

戸塚

10 ⑱その他

・具体的な条文がないとよくわからない。条文づくりを区民参加で
やってはどうか。

　地域懇談会でのご意見やパブリックコメント、アンケート、区民討議会などのご意見
を踏まえて、素案を作成して皆様にお知らせしていきます。
また、連絡検討会議の中でしっかりと検討してまいります。
（区職員委員）

戸塚

11 ⑰地域自治

・地域自治区・地域自治組織については、非常に重要なことである。
行政、区議会でしっかりと考えてほしい。

　区民の皆様にとってどのような地域自治組織がよいのか。三者（区民・議会・行政）
で十分に議論をしていきます。
（区職員委員）

戸塚

12 ⑱その他

・区民会議の後継組織をつくってほしい。
区民会議は、ジャンル別に６つに分かれていて、専門の方がいるの
で、是非活用を考えてほしい。

　今後の参考とさせていただきます。
（区民代表委員）

戸塚

13 ⑱その他

・この骨子案は、大部分が憲法や法律にある当たり前なことではな
いか。

　当たり前のことをあえて書くことによって、自覚とみんなでがんばりましょうというメッ
セージを含めています。
また、最高規範の条例ということで、基本的なことを書かせていただいています。
(区職員委員）

戸塚



地域懇談会　会議録　　　戸塚地域センター 　
８月５日（木）午後６時～８時　戸塚地域センター
参加人数　４１人　(検討連絡会議委員・区職員従事者を除く）

担当　　土屋委員、大友委員、根本委員、久保委員、木全委員、菅野委員

出席者 高野委員、大友委員、土屋委員、野尻委員
　　　　  根本委員、山田委員、佐原委員、小松委員、久保委員
　　　　　針谷委員、木全委員、菅野委員、

14 ⑰地域自治

・地域自治組織こそ、必要だと思う。どのような議論があったのか。
また、どのような条例をいつまでにつくるのか、はっきりさせておくべ
きではないか。スケジュールを教えてほしい。

　実行計画では、自治基本条例の中で、地区協議会の位置づけ・役割を明確にする
ということになっています。
三者の議論の中で、地区協議会をそのまま地域自治組織として書き込んでよいもの
かという慎重論が出ました。
　別の条例で定めるということで、三者で改めて検討していこうということになりまし
た。期日につきましては、明確にお示しできませんが、少しでも早く個別条例を定めた
いと考えています。
(区職員委員）

戸塚

15 ⑥区民の権利

・区意（区民の意見）を、区政に反映させているか。 　区意（区民の意見）を反映させてやってきたと思っています。
(区議会委員）

戸塚

⑯住民投票

⑰地域自治

17 ⑥区民の権利

・「区民の権利」の中で、「④区民は、自治の担い手として、生涯にわ
たり学ぶ権利を有する。」とあるが、具体的にはどのような意味なの
か教えてほしい。

　「生涯にわたり学ぶ」とは、「理解する」、「情報を共有する」、「政策を提言する」の前
提としての意味合いを含んでいます。
　区政に関する情報を理解するには、学ぶ権利を保障することも重要と考えていま
す。
（区議会委員）

戸塚

18 ⑤用語の定義

・「区民の定義」で、住民だけでなく、新宿区で活動している人を正式
に区民として認めていただいたということは、画期的な条例であると
評価している。【意見】

戸塚

戸塚

16

・全体として、当たり前のことが当たり前に書いてあるという印象が
強い。
住民投票や地域自治について、もっと検討していただきたいという気
持ちがある。

　住民投票と地域自治については、これまで相当議論をしてきました。
住民投票につきましては、どこまで書き込むか。これからも議論して最終判断していき
ます。
　地域自治につきましては、地域の特性ある自治区をつくっていくということを次の世
代に委ねたいと思っています。
（区議会委員）



地域懇談会　会議録　　　四谷地域センター 　
８月７日（土）午後２時～４時　四谷地域センター
参加人数　２６人（検討連絡会議委員、区職員事務従事者を除く）

カテゴリー 参加者の意見・質問要旨 回答要旨 地域 備考

1 ③条例の基本理念

・自治基本条例骨子案・冊子（以下、「骨子案冊子」という）２ページ
基本理念の②に「市民主権」とかかれている。先日の地域懇談会で
「市民主権」という言葉を使う理由として未来志向的という意味合い
でと説明があったが、「住民主権」と明記して、最終的には住民が決
めるという形にしてほしい。自治基本条例を制定している杉並、中
野、豊島、足立、文京など他区と比較しても、「市民主権」とうたって
いる区はない。

　区民検討会議の中でも意見のあったところです。「市民主権」と書いてありますが、
区民が自治の担い手、主人公という内容です。市民は理念として大きくとらえ、前文な
どにその位置付けをのせていきたいと考えています。（行政委員）
  区民検討会議の意見なども踏まえ、検討連絡会議でさらに検討した結果、現在、
「区民主権」にするという方向になっています。（区議会議員）

四谷

2 ⑤用語の定義

・骨子案冊子４ページ区民の定義に、「新宿区に住所を有する者」と
あるが、「新宿区に住所を有する者（住民）」と後ろに入れて、あくま
でも住民が中心であることを明確にすべき。

　『「住所を有する者に、」の後ろに「働く者」「学ぶ者」「活動する者及び活動する団
体」を加え』という表記にして住民と並列ではなく、区別しています。
消防団や青少年育成委員会などいろいろな団体に、在勤者や近隣区の住民が参加
するなど、住民以外の方が、住民とともに活動しています。そういう人たちも大事な区
民になります。区民の定義については、かなりの時間をかけて検討してきました。(区
民委員）

四谷

3 ⑯住民投票

・骨子案冊子１５ページ住民投票の（２）の説明文の中で「また、住民
からの発議要件を満たした請求があった時には、必ず住民投票を実
施したい」と記載があり、常設型をつくると思われる。この住民投票
は23区では画期的なことであり、ぜひ常設型と明記してほしい。【意
見】
・世界の趨勢は、１８歳以上であり、ぜひ投票権者は１８歳以上の住
民としてほしい。【意見】

四谷

4 ⑯住民投票

・新宿区自治基本条例のための区民討議会議実施報告書（以下、
「実施報告書」という）１３ページにある「住民投票」についての意見
がいろいろ出ている。私だったら学区制と学校選択制について取り
上げ、住民投票により、住民の意思で決めてほしい。【意見】

四谷

5 ⑤用語の定義

・骨子案冊子４ページの「区民の定義」について、住民が上なら、条
文ではっきりと明記すべき。区民として、「新宿区に住所を有する
者」、準区民として、「働く者、学ぶ者、活動する者及び合法的に活動
する団体」と定義すべき。活動する団体というと、暴力団等も含むの
で、合法的に活動する団体とすべきだ。【意見】

四谷

出席者 高野委員、大友委員、斉藤委員、土屋委員、野尻委員、樋口委員
　　　　  根本委員、山田委員、佐原委員、小松委員、あざみ委員、久保委員
　　　　　針谷委員、木全委員、野澤委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議会事務局次長



地域懇談会　会議録　　　四谷地域センター 　
８月７日（土）午後２時～４時　四谷地域センター
参加人数　２６人（検討連絡会議委員、区職員事務従事者を除く）

カテゴリー 参加者の意見・質問要旨 回答要旨 地域 備考

出席者 高野委員、大友委員、斉藤委員、土屋委員、野尻委員、樋口委員
　　　　  根本委員、山田委員、佐原委員、小松委員、あざみ委員、久保委員
　　　　　針谷委員、木全委員、野澤委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議会事務局次長

6 ⑪区長の設置と役割

・骨子案冊子10ページの区長の設置と役割（２）の説明に、「区長
は、選任された結果として」とあるが、公選という言葉が適切である。

　選挙を経て任務に就くという意味で使いましたが、他の適切な言葉に置き換えられ
るか検討します。（行政委員）

四谷

7 ⑥区民の権利

・区民の権利として、幅広い公共サービスを受ける権利と説明してい
たが、幅広いとはどういう意味か。

　一般的には、行政が提供するサービスと捉えられることが多い。条例の説明の中で
も、多様な主体と協働してと言っており、公共サービスについても、ＮＰＯ活動や住民
あるいは区民自らの行動により提供されるサービスも含めて幅広い公共サービスと
捉えています。（行政委員）

四谷

8 ⑤用語の定義

・骨子案冊子４ページの「区民の定義」は、外国人のことを念頭にお
いて話しているのでは。新宿区にしかない個性的なものは何か。外
国人が多く住んでいることである。外国人についても盛り込むことを
検討してほしい。

　新宿区に住所を有する者は住民であり、外国人が新宿区に外国人登録していれば
住民となります。新宿区の個性については、歴史的、文化的な経緯や、みどりがあっ
たり、高層ビル群があったりします。そういう個性的なものを前文などに入れていきま
す。（行政委員）

四谷

9 ④条例の位置付け

・骨子案冊子３ページ「条例の位置付け」について、例えば、５年ごと
に見直しするなどということはあるのか。埼玉県久喜市の条例には
規定があるように、何年かおきに見直しをする予定はあるか。

　先日、行われた検討連絡会議では、「４年を超えない期間ごとに、見直し、検討す
る」という方向になっています。（区議会委員）

四谷

10 ⑬職員の責務

・骨子案冊子１２ページ「職員の責務」で、職員の倫理について多く
書かれているが、職員は一生懸命勉強して、努力するということしか
書かれていないようにみえる。まずは「職員は、区民のために働く」と
いう文言を入れるべきである。

　骨子案冊子１２ページ「職員の責務」③「職員は、職務の遂行に」とありますが、この
「職務の遂行」には区民のために働くという意味が含まれています。
意見として、伺います。（行政委員）

四谷

11 ⑯住民投票

・骨子案冊子１５ページ「住民投票」について、半数以上の人が賛成
すれば、住民投票ができる仕組みをつくってほしい。ぜひ公募区民
委員に頑張ってもらいたい。

　住民投票については、常設型として、一定の要件を満たせば、住民投票できる制度
を構築していきたい。（区議会委員）

四谷



地域懇談会　会議録　　　四谷地域センター 　
８月７日（土）午後２時～４時　四谷地域センター
参加人数　２６人（検討連絡会議委員、区職員事務従事者を除く）

カテゴリー 参加者の意見・質問要旨 回答要旨 地域 備考

出席者 高野委員、大友委員、斉藤委員、土屋委員、野尻委員、樋口委員
　　　　  根本委員、山田委員、佐原委員、小松委員、あざみ委員、久保委員
　　　　　針谷委員、木全委員、野澤委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議会事務局次長

12 ⑱その他

・実施報告書２６ページ「区民討議会」の参加者の内訳を知りたい。
議員なのか、一般の区民なのか、職員なのか、また、商業地に住ん
でいる人なのか、住宅地に住んでいる人なのかなど、どこの地域の
人なのか知りたい。

　区民討議会の参加者には、本人の承諾を得て氏名のみを公表しています。地域な
どは、参加者の属性として、実施報告書２３～２５ページに記載しています。また、参
加者は、区内に住所を有する者から無作為抽出された区民で、職員、議員は対象外
としています。（事務局）

四谷

13 ⑤用語の定義

・区民の定義の中には、日本人と外国人が混在している。以前、区
長へのハガキの回答では、日本人区民と外国人区民と区別して説
明をしていた。一般の区民には分かりにくい。きちんと区広報や区
ホームページで知らせるべき。

　説明の中で分かりやすく使ったことがあるのかもしれませんが、区では日本人区民
と外国人区民といった分類はしてはいません。（行政委員）

四谷

14 ⑱その他

・自治については重要とみなさん感じている。区民討議会の参加率
を見ても、関心が高いことがうかがわれる。区民討議会の様子やど
んなことが話し合われたのか、教えてほしい。

　実施報告書３ページ以降にも書いてありますが、普段はなかなかこのような場に参
加できない方、サイレントマジョリティーの意見を把握するために区民討議会を行うこ
とにしました。住民基本台帳等から無作為抽出した１８歳以上の１,５００名の区民のう
ち、参加申込のあった１５６名から、抽選で６０名を選任しました。当日は実施報告書
６ページのプログラムの通り行われましたが、各グループとも活発な意見が出まし
た。今後もこのような手法を取り入れていきたいと思います。（行政委員）

四谷

15 ⑱その他

・ＮＰＯが新宿区内に活動拠点をおくことで、何かメリットはあるの
か。

　新宿NPOネットワーク協議会に属しているNPO団体はたくさんあります。新宿区は、
日本の中心、東京の中心であり、市民活動していく上で、情報発信の地であり、また、
いろいろな情報が集まってくる地でもあり、多くのNPOが事務所を構えて、活動してい
ます。そういう意味で、新宿区は他自治体にはない特性があります。この新宿区でい
ろいろな人と関りながら活動していきたいと思います。（区民委員）

四谷

16 ⑦区民の責務

・町会の人は、町会費を払っている。商店会は、最近、商店街ではフ
ランチャイズが進んでおり、そのフランチャイズのお店は商店会費を
払っていないことが多い。このような人も区民と定義している。区民
の責務はどのように考えているのか。区民検討会議では、何か検討
されたのか。

　区町会連合会では、商店会と連携してともに活動していきたいと考えています。フラ
ンチャイズ店は、商店会活動になかなか参加しないなどの課題がありますが、私たち
は区民と考えて一緒に活動していく努力をしています。（区民委員）

四谷

17 ②条例の目的

・骨子案冊子1ページ（２）説明文の６～７行目に「これは、基本的人
権が、憲法で定めてから、はじめて認めれられるということではなく」
とあるが、どういう意味か。

　人権は生まれもっているものです。憲法が定めたから、人権がでてきたものではあ
りません。自治基本条例で定めたから、自治の基本理念があるのではなく、自治の基
本理念は元来あるものです。（行政委員）
　人権も元来あるものです。例示として出しているもので、上の文章を説明するため
のものです。説明文の書き方で誤解を生じるのなら、検討します。（区議会委員）

四谷 【意見】
について
はパブコ
メで回答
していく。



地域懇談会　会議録　　　四谷地域センター 　
８月７日（土）午後２時～４時　四谷地域センター
参加人数　２６人（検討連絡会議委員、区職員事務従事者を除く）

カテゴリー 参加者の意見・質問要旨 回答要旨 地域 備考

出席者 高野委員、大友委員、斉藤委員、土屋委員、野尻委員、樋口委員
　　　　  根本委員、山田委員、佐原委員、小松委員、あざみ委員、久保委員
　　　　　針谷委員、木全委員、野澤委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議会事務局次長

18 ⑥区民の権利

・骨子案冊子５ページ（１）「区民の権利」、「④区民は、自治の担い
手として、生涯にわたり学ぶ権利を有する」はいらない。また、「（３）
その他」の説明はおかしい。学ぶ者が一生涯、新宿で学ぶとは限ら
ないのでは。【意見】

四谷

19 ⑧議会の設置

・骨子案冊子７ページ「議会の設置」で「区に区民の代表機関として、
議会を置く」について、区民ではなく、住民とすべき。選挙権があるの
は住民である。【意見】

四谷

20 ⑰地域自治

・骨子案冊子１６ページ「地域自治」で「②区は、一定の地域区分を
定めた地域自治区を設ける」とあるが、どういうことを予定しているの
か。例えば、地域センターごとなのか、学区制では、小中学校は地
域の学校である。小中学校を通じた地域もある。学校選択制にした
ら、地域の連帯が失われてきていることもある。

　地域自治区については現在、検討中です。区民検討会議では「区分を設けなくても
いいのでは」という意見もありました。検討連絡会議では地域センター１０所あり、そ
れを基盤としたほうがよいという意見もあります。地域自治区を設けることは、骨子案
冊子１６ページ「地域自治」の「④区の行政機関は、地域自治を推進するため必要な
措置を講じるものとする」の部分と関連しています。区分を決めないと、補助金等の必
要な措置ができないということになりかねません。（区民委員）
　今ある１0所の地域センターを踏まえての議論と、牛込、四谷、淀橋という区分、ある
いは、学区域という区分もあります。まだ、決まっていません。別の条例に委ねていき
ます。（区議会委員）

四谷

21 ⑬職員の責務

・（仮称）自治基本条例の（仮称）がとれるとどういうことになるのか。
（仮称）新宿区自治基本条例とあるが、今後、条例ができた場合、職
員と話しあう時に、条例にこう書いてあると言いたくなることがある。
そういうふうに使ってもよいのか。

　自治基本条例に応えるべく、真摯に取り組んでいます。区民の期待に応えられるよ
うに、一生懸命頑張っていきます。（行政委員）
　同じことが、区民にも、議会にも、お互いに言えます。自治基本条例ができたら、こ
れを一つの材料として、新宿区をみんなで運営していけたらよいと考えます。（区民委
員）

四谷



  【資料 4】 

 

 

  (仮称)新宿区自治基本条例骨子案に対するパブリックコメントについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブリックコメント実施期間  

平成２２年７月１５日から同年８月１１日まで 

 

意見の件数  ３０件 

 

意見提出者数 １０人 

 

 



（仮称）自治基本条例骨子案　パブリック・コメント

№ 骨子案の項目 質問 回答 意見の送付日

1 ③条例の基本理念

1条例の目的(2)(1)の説明文について
新宿区創設の当初ではなく、何故いま、自治基本条例を制定する
必要があるのか、不文法であったものを成文化したものなのかの
説明が足りない。
2条例の基本理念
(1)骨子案基本理念
①・「人権の尊重」を「基本的人権の尊重」にすべき
・「新宿区は人権を尊重し、」を「基本的人権を尊重し、」にすべき
・「ひとりひとりを大切にする区政を行う。」を「ひとりひとりを大切
に、おもいやりのある区政を行う。」にすべき
②市民主権
 ・「区民が主人公」を「区民が主体」にすべき

1自治基本条例制定の必要性について、説明文に加えました。

2（1）①人権は、人間が人間として、生まれながらに持っている権利です。新宿区の
自治のあり方を定める本条例の制定にあたって、新宿区はこの人権を尊重し、ひと
りひとりを大切にする区政を行うことを改めて規定するものです。ご質問の「おもいや
りのある区政」については、「ひとりひとりを大切にする区政」の中にその考え方が含
まれています。
②議会でも、行政でもなく、区民が中心となった自治の実現を図るため、条例素案で
は｢区民が主人公」を「区民が主役」に変更しました。

7月18日

2 ①条例の目的

１条例の目的（２）（１）の説明文について
指摘箇所「これは、基本的人権が、憲法で定めてから、はじめて
認められるということではなく、元来、基本的人権はあるということ
と同様の趣旨です」→これはおかしい。憲法第11条を基本とすべ
きであり、これでは、日本国の最高法規である日本国憲法と同等
の扱いになり法治国家の基本がゆがめられる。

  人権は、人間が人間として、生まれながらに持っている権利です。憲法で定められ
てから、はじめて認められるということではなく、元来あるということです。
  自治の基本理念について、このことと同様ということを記載したものです。

8月2日

3 ③条例の位置付け 制定、改廃のみならず既存の条例にも遡及すべきである。   既存の条例が本条例の本旨にそわない場合、整合を図ります。 8月2日

4 ⑤用語の定義

（区民の定義）
新宿区に住所を有する者（Ａ）に、新宿区で働く者（Ｂ）、学ぶ者
（Ｃ）、活動する者（Ｄ）及び活動する団体（Ｅ）を加えた者をいう。
Ｂ、Ｃ、Ｄは年齢は問わないのか。Ｅは「合法的に活動する団体」
とすべきである。

  本条例は、新宿区の自治のあり方を定める条例です。新宿区の自治を推進するた
めには新宿区に関わるすべての主体の参加を得ることが大切であり、働く者、学ぶ
者、活動する者の年齢は問いません。また、団体に限りませんが、「合法的」である
ことは、自明のことと考えています。

8月2日



№ 骨子案の項目 質問 回答 意見の送付日

5 ⑥区民の権利
④区民は、自治の担い手として、生涯にわたり学ぶ権利を有す
る。→上記Ｎo.４（区民の定義）に記述したＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅは生涯区
民とは限らない。住民にするか、削除すべきである。

　新宿区で働く者、学ぶ者、活動する者、活動する団体が新宿区を離れれば条例で
定義するところの「区民」でなくなります。反対に新宿区で生活したり活動する限り
は、区民となりますのでその間について「学ぶ権利」を有することを規定しています。

8月2日

6 ⑥区民の権利

説明文（３）その他の記載について
ここで「区民」という表現を使うのは住民を愚弄している。考え方を
再度検討してほしい。また、新宿区内で学んでいるものが、生涯、
新宿区で学ぶと考えるのは無理がある。

　説明文中、「自治の担い手としての区民」との表現については、議論を尽くした結果
です。「住所を有する者」である住民の権利が固有のものであることは勿論のことで
す。しかし今日では、新宿のまちづくりや区政運営は、新宿区で活動する方々や団
体の協力が不可欠です。様々な立場の人々が力を集めて新宿のまちをつくっていこ
うという思いを表現したものが今回の「区民」なのです。勿論そこには責務が伴うの
は当然であり、その規定も入れています。
　また、「生涯にわたり学ぶ権利を有する」に係る対象は、当然区民です。区民の定
義では、現に新宿区に住所を有する者並びに新宿区で学ぶ者、活動する者、活動す
る団体と規定していることから、新宿区を離れれば条例で定義するところの「区民」で
はなくなります。区民の権利の規定は、新宿区で生活したり活動する間について「学
ぶ権利」を有することを規定しているものです。

8月2日

7 ⑧議会の設置

区に区民の代表機関として議会をおく。→①住民以外の区民は
区議会議員になれないので、この表現は再考を要する。〔例〕区
に住民の代表機関として、議会を置く。
②例えば、渋谷区に住民票があり、新宿区の大学で勉強している
者は、２つの同次元の特別区の代表機関である議会のもとで生
活することになる。これこそ二重区民である。不条理であると考え
るのは私だけであろうか。

  本条例は、新宿区の自治のあり方を定める条例です。区議会議員は選挙権を有す
る新宿区の住民によって、選挙で選ばれています。一方、新宿区の自治や新宿区の
将来の姿を考える際には、住民が中心であることはもちろんですが、様々な主体と
の連携が欠かせません。また、様々な主体も、新宿区のことについて、自主的に、積
極的に、住民、議会、区と関わる必要があるとの考えからこのような表現としました。

8月2日

8 ⑧議会の設置

１議会の設置（２）-（１）の説明
 また、ここでいう「区民の代表機関」とは、この自治基本条例は理
念的な条例であることから、住民に限定せず、区民の意思を代表
する機関として象徴的に捉えています。→この表現は地方自治法
を逸脱したものであり、受け入れられない。

  本条例は、新宿区の自治のあり方を定める条例です。区議会議員は選挙権を有す
る新宿区の住民によって、選挙で選ばれています。一方、新宿区の自治や新宿区の
将来の姿を考える際には、住民が中心であることはもちろんですが、様々な主体と
の連携が欠かせません。また、様々な主体も、新宿区のことについて、自主的に、積
極的に、住民、議会、区と関わる必要があるとの考えからこのような表現としました。

8月2日

9 ⑪区長の設置と役割
②区長は、区民の信託にこたえ、公正で公平な区政運営を行わ
れなければならない。→選挙権があるのは新宿区の住民だけで
ある。「住民」にすべきである。

　区長は、選挙に基づき選ばれますが、その職責や行動は、未成年者などの選挙権
の無い住民をはじめ、新宿区で活動する者等、その他の区民にとても大きな関わり
があります。そのため区長は、有権者はもちろん、これらの区民の生活実態や期待、
要望などを踏まえて区政運営を行うことを規定しています。

8月2日



№ 骨子案の項目 質問 回答 意見の送付日

10 ⑪区長の設置と役割

１区長の設置と役割
区長の役割としては、区長は、選任された結果として、区民の信
託にこたえ、公正で公平な区政運営を行うということを規定しまし
た。→「選任」の意味をどう解釈しているのいるのか。
以下、広辞苑第六版から。
『ある人を選んでその任に就かせること。〔例〕「委員会を選任す
る」というように使う』
ここで言う「選ぶ」とは住民による「選挙」ではない。
昭和２７年、地方自治法の改正により、区長は公選制から都知事
の同意を得て区議会が選任する議会選任制に改められた。
昭和５０年、地方自治法の改正により、区長は再び公選制となっ
た。
説明文が説明になっていないのである。訳が分からなくなるよう
な説明はしない方が良い。

　ご指摘のように意味がわかりにくい点を考慮しまして、「選任」を「選出」に修正しま
した。

8月2日

11 ⑤用語の定義

（区民の定義）
新宿区に住所を有する者に、新宿区で働く者、学ぶ者、活動する
者及び活動する団体を加えた者をいう。→区民を「区民」と「準区
民」に分類して定義する。この前のページ、このページ、後のペー
ジも「区民」を「区民及び準区民」と表現すべき箇所が多い。
（区民の定義）新宿区に住所を有する者。
（準区民の定義）新宿区で働く者、学ぶ者、活動する者及び合法
的に活動する団体を加えた者。

  新宿区の自治や地域の課題解決のためには、住民が中心であることはもちろんで
すが、様々な主体が担い手となることが欠かせません。本条例は、新宿区の自治の
あり方を定める条例であり、こうしたことから、区民の定義をしたもので、区民と準区
民というような区別をする考えはありません。

8月3日

12 ⑤用語の定義

４用語の定義（２）（１）説明
①住民でない者を区民とすることについては、多くの時間をかけ
て議論したところですが、新宿区の自治を推進するためには、新
宿区に関わるすべての主体の参加を得ることが大切なことから、
本状例における区民の定義をこのようにしました。
②「住所を有する者に、働き、学ぶ、活動する者及び活動する団
体を加えた者」
　①、②→再考、再検討を要する。純粋新宿区民としては受け入
れられない。

  新宿区の自治や地域の課題解決のためには、住民が中心であることはもちろんで
すが、様々な主体が担い手となることが欠かせません。本条例は、新宿区の自治の
あり方を定める条例であり、こうしたことを踏まえて、区民の定義をしたものです。

8月3日



№ 骨子案の項目 質問 回答 意見の送付日

13 ⑱その他

根幹である部分がまだまだ検討中とのことだが、理想は高くても
良いので共感の持てる民意を反映した条例になることを心から希
望する。
時間と税金を有効に使ってほしい。

  自治基本条例の検討にあたって、新宿区では全国で初めて、そして今でもただ１カ
所だと思いますが、区民と議会と行政が最初から同じテーブルについて議論を進め
るというやり方をとってきました。このやり方の良さは、それぞれの立場の違いがわ
かり、それがわかった上で歩み寄るという、討議の基本に沿った結果を得られるとい
うことです。このほかにも、区民の皆さまの参加として、無作為抽出の区民討議会、
区民アンケート、地域懇談会、パブリックコメント制度を実施し、幅広くご意見をいた
だいています。こうしたご意見を反映し、より良い条例としてまいります。

8月5日

14 ⑤用語の定義
「区民の定義」について今しっかりと議論しないと様々問題が起こ
ると思う。「区民の定義」は非常に重要なので再度検討して素案を
作成してほしい。

  区民の定義については、多くの時間をかけて議論してきました。新宿区の自治や地
域の課題解決のためには、住民が中心であることはもちろんですが、様々な主体が
担い手となることが欠かせません。本条例は、新宿区の自治のあり方を定める条例
であり、こうしたことを踏まえて、区民の定義をしたものです。

8月7日

15 ⑪区長の設置と役割
②区長は、区民の信託にこたえ、公正で公平な区政運営を行わ
れなければならない。→信託という熟語を使うのは日本語として
理解できない。

　区長は、重い職責を持ち、その言動は住民をはじめ新宿区で活動する者など、多く
の区民に多大なる影響を与えます。多くの区民は、様々なかたちで区政に関わりを
持ち、その責任者である区長には、最善の区政運営を期待していると言っても過言
ではありません。そのため区長は、これらの区民の生活実態や期待、要望などを踏
まえて区政運営を行うことを規定しています。

8月8日



№ 骨子案の項目 質問 回答 意見の送付日

⑤用語の定義

⑧議会の設置

⑪区長の設置と役割

17 ⑱その他

本条例案にかかる住民意見の聴取について
　本条例案は、上記のごとく憲法違反の規定に違反するばかり
か、ただ一度の住民説明会を開催するだけで立法化しようとして
いる。
　地方自治の主体を誰にするかは、上記憲法の規定をしばらく置
くとしても、地方自治の仕組みの最も重要な部分であり、これまで
の新宿区の地方自治の主体者であった「住民」の更なる討議と承
諾が必要である。
　私は説明会に出席して初めてその内容を知り、驚愕している。
この条例案は再度全住民に資料を配布し、その上で、さらなる住
民説明会等を数多く開催し、住民の意思を確かめるべきある。
　地方自治の唯一の担い手たる「住民」として、その様に要求す
る。

  自治基本条例の検討にあたり、新宿区では全国で初めて、そして今でもただ１カ所
だと思いますが、区民と議会と行政が最初から同じテーブルについて議論を進める
というやり方をとってきました。このやり方の良さは、それぞれの立場の違いがわか
り、それがわかった上で歩み寄るという、討議の基本に沿った結果を得られるという
ことです。このほかにも、区民の皆さまの参加として、無作為抽出の区民討議会、区
民アンケート、地域懇談会、パブリックコメント制度を実施し、幅広くご意見をいただ
いています。こうしたご意見を反映し、より良い条例としてまいります。

8月8日

16

「（仮称）新宿区自治基本条例」の違憲性について
　本条例案は、区民を自治の担い手とし、区長及び議会は区民の
代表機関とすることとしているところ、ここでいう「区民」は、住民に
加えて新宿区で働く者、学ぶもの、活動するもの及び活動する団
体とし、区長及び議会は、この「区民」の代表とするとしている。
　しかしながら、地方自治を定める日本国憲法第８章は、地方自
治の担い手・主体は住民であるとして、住民がその長及び議員等
を直接選び、更には当該団体にのみ適用される法律は住民の直
接投票によりその意思を確かめることとも規定されている。
　この憲法の規定は、明らかに、地方自治は其の住民の代表者
により、其の住民の意志によって運営されるべきものであり、地方
自治体の長及び議会は、「住民」の代表であり、地方自治体の長
及び議会は、その住民の意思を基に地方自治を行っていくべきこ
とを宣言しているものである。
　そしてこの考え方は、これまでの幾多の判例において、また憲
法学者の見解において地方自治の諸問題を考察する場合の当
然の解釈として、全く異論のない確定したものとなっている。
　本条例案は、住民以外の新宿区で働く者等を地方自治の担い
手であるとし、地方自治体の長及び議会を住民以外を含む「区
民」を代表すると規定することによって、明らかに、日本国憲法の
上記規定に真向から反し、憲法で保障された住民の地方自治に
かかる憲法上の権利を制限・侵害するものとなっている。
　本条項は、即刻廃案にすることとされたい。

8月8日

  本条例は、新宿区の自治のあり方を定める条例です。新宿区長及び新宿区議会
議員が選挙権を有する新宿区の住民によって、選挙で選ばれていることはご意見の
とおりです。一方、新宿区の自治や新宿区の将来の姿を考える際には、住民が中心
であることはもちろんですが、様々な主体との連携が欠かせません。また、様々な主
体も、新宿区のことについて、自主的に、積極的に、住民、議会、区と関わる必要が
あるとの考えからこのような表現としたものであり、住民の権利を制限したり、侵害し
たりするものではありません。



№ 骨子案の項目 質問 回答 意見の送付日

18 ⑯住民投票

住民の直接投票の要求について
　本条例は、上記記載のごとく他の自治体の自治の基本的枠組
みと大きく異なり、新宿区独特のものとなる。しかも今後の住民の
権利に大きく影響を与える。
したがって憲法第９５条の趣旨に基づき、新宿区に直接投票制度
が存在しないならば直接投票制度をまず整備し、その上で、住民
の直接投票を実施するよう、要求する。

  直接投票（住民投票）の制度については、自治基本条例において基本的な枠組み
を決め、その他の部分については別条例で規定します。

8月8日

⑤用語の定義

⑱その他

⑥区民の権利

⑦区民の責務

21 ⑧議会の設置

「議会の設置」（案文７頁）で議会を「区民の代表機関」としている
のは「住民の代表機関」の誤りではないでしょうか。この「説明」で
は「区民代表機関」とは「この自治基本条例は理念的な条例であ
ることから、住民に限定せず・・・象徴的に捉えています」とありま
すが「理念的」であるからこそ、「象徴的」ではなくあいまいにせ
ず、厳密にしておくべきだと思う。

  本条例は、新宿区の自治のあり方を定める条例です。区議会議員は選挙権を有す
る新宿区の住民によって、選挙で選ばれています。一方、新宿区の自治や新宿区の
将来の姿を考える際には、住民が中心であることはもちろんですが、様々な主体と
の連携が欠かせません。また、様々な主体も、新宿区のことについて、自主的に、積
極的に、住民、議会、区と関わる必要があるとの考えからこのような表現としました。

8月10日

19 8月8日

タイトルが、みんなで考えよう云々と謳っているのに、随分少人数
で骨子案を作り上げた感がある。それと検討会の時間が短すぎ
る。もっと真剣に、議論を重ねていくべきだ。区民の定義からし
て、不満足である。
主権が区民と言う割に、作成に当たってもっと多くの区民に周知
徹底させてから、検討会を行う必要がある。
普段から行政が区民の方を向いて仕事をしていれば、こんな事
は書かないで済む筈でである。

  区民の定義については、多くの時間をかけて議論してきました。新宿区の自治や地
域の課題解決のためには、住民が中心であることはもちろんですが、様々な主体が
担い手となることが欠かせません。本条例は、新宿区の自治のあり方を定める条例
であり、こうしたことを踏まえて、区民の定義をしたものです。
  自治基本条例の検討については、新宿区では全国で初めて、そして今でもただ１カ
所だと思いますが、区民と議会と行政が最初から同じテーブルについて議論を進め
るというやり方をとってきました。このやり方の良さは、それぞれの立場の違いがわ
かり、それがわかった上で歩み寄るという、討議の基本に沿った結果を得られるとい
うことです。このほかにも、区民の皆さまの参加として、無作為抽出の区民討議会、
区民アンケート、地域懇談会、パブリックコメント制度を実施し、幅広くご意見をいた
だいています。こうしたご意見を反映し、より良い条例としてまいります。

8月10日20

条例案では新宿区の住民以外に「加えた者」を含め「区民」という
用語を使うとしているがその場合は「住所を有する者」と「加えた
者」の扱い区分けを権利・義務の上で明確にした条例案となるよ
うに作っていただきたい。
条例案の「住所を有する者」はご承知のように地方自治法・第２章
「住民」、第４章「選挙」、第５章「直接請求」など地方自治固有の
権利がある一方、条例案の「加えた者」にはこれらの権利はない
と判断されます。この点を条例上で明確につらぬいて条文を作っ
てほしい。そうでないといろいろな困難や誤解が生まれてくると思
う。

　新宿区の自治や地域の課題解決のためには、住民が中心であることはもちろんで
すが、様々な主体が担い手となることが欠かせません。本条例は、新宿区の自治の
あり方を定める条例であり、いわば「わがまちの憲法」としての位置付けになります。
そのため、区民の権利・義務については、基本的な方向性を指し示す内容で規定
し、具体の内容や住所を有する者とその他の者との差異などを規定するものではあ
りません



№ 骨子案の項目 質問 回答 意見の送付日

22 ⑤用語の定義
区民の範囲を新宿区基本構想とも重なる定義とのご説明だが、
基本といえども「条例」である以上、「構想・計画」よりも明確な規
定が求められる。

  新宿区の自治や地域の課題解決のためには、住民が中心であることはもちろんで
すが、様々な主体が担い手となることが欠かせません。本条例は、新宿区の自治の
あり方を定める条例であり、こうしたことを踏まえて、区民の定義をしたものです。

8月10日

⑥区民の権利

⑦区民の責務

24 ⑱その他

私が住むまちの現在と未来を考え提言したい。具体的には「大久
保１，２，３丁目、百人町１，２丁目を中心にその周辺地域」につい
てだが、新宿区全域に及ぶ問題であると思う。
「まちが汚い！」こんな「都市―街―まち」は未来に継承できな
い。特に新大久保～大久保界隈にかけての街の汚さ、心地悪さ
について憤りを思う日々の体験から、
①「美の基準」と「街のマナー」の条例制定
②「自然と共生する都市－街」の基準つくりの条例化
を提言したい。
私は一市民として、自分たちの住む都市－街－まちを美しく心地
よいものしていきたいと強く願っており、心ある多くの方とともに進
んでいきたい。

  新宿区は、多くの人々が住み、働き、学び、活動するまちです。そうした多くの人々
が地域に愛着を持ち、地域をより良くするためには何が必要かを考え、その実現に
向けて自発的に行動すること、地域づくりを愉しむことが、これからの新宿区の自治
にとって、とても大切なことです。自治基本条例は、「地域のことを誰が、どうやって
決めるのか」ということについて、新宿区の自治の基本理念に基づいて、区政運営
の原則及び区民、区議会、区長の責務等を定め、さらなる自治の実現を図ることを
目的としています。
  ご提案の新しい条例の制定などについては、別の機会で検討することとしますが、
ご提案の趣旨を踏まえ、これからの新宿区の自治や地域の課題解決のため、様々
な主体と連携してまいります。

8月11日

25 ④条例の位置付け

自治基本条例は国の憲法に相当します。従って表現は明確にす
ることが望ましい。基本理念②市民主権は国民主権に相当する。
市民という曖昧なヌエ的表現ではなく住民主権とすべきである。
地域の諸問題は地域住民の多数意見で決めるということである。
なお、区民主権の考えもあるようだが、この場合、区民の定義中
の活動する団体をどのように考えるのか。

  骨子案の基本理念②市民主権は、住民が本来持っている民主主義の権利として、
また、区民と限定せず全世界共通の言葉として、大きな意味でとらえて表現しようと
したものですが、様々な機会にいただいたご意見等を反映し、より良い条例としてま
いります。

8月11日

23

区民の範囲を総括的にとらえる」ことは、それなりに意味があると
認めるが、それだけに、特に活動する企業やＮＰＯ等の「団体」加
えるとした場合、「区民の責務」の項が特に重要となる、ここに「多
くの意味合いを込めました」とするご説明では、その団体が責任を
とれるのか、取ってくれるのかということで、後々問題を生ずる懸
念があるのではないか。
区民討議実施報告書でこれまでの経過も拝見したが、この点で、
私ども区民に不測の不利益が生じないように議会等においても
検討いただき、区政の適正なる運営をお願いしたい。

　区民の定義の対象になる「団体」が関わる区政の取組み等については、ご懸念の
主旨を踏まえて今後とも適正な運営を実施していきます。

8月10日



№ 骨子案の項目 質問 回答 意見の送付日

26 ⑤用語の定義
区民の定義について、住民以外は準区民としたらいいのではな
いか。投票権との矛盾をなくせると思う。

  新宿区の自治や地域の課題解決のためには、住民が中心であることはもちろんで
すが、様々な主体が担い手となることが欠かせません。本条例は、新宿区の自治の
あり方を定める条例であり、こうしたことから、区民の定義をしたもので、住民以外は
準区民とするという考えはありません。また、区民の定義と選挙や住民投票における
投票権とは矛盾しないものと考えています。

8月11日

27 ⑦区民の責務 区民の責務に発言と行動を加えたらどうか。

　検討の過程においてもご意見にあるように「発言と行動に責任を持ち」の文言を加
えるべきか議論がありました。
　しかし、骨子案にある「良好な地域社会の創出に努める」という文言の中には、「発
言と行動に責任を持ち」という意味・内容は区民の様々な行動を含めて包括的に既
に入っているとの考えから原案としました。

8月11日

28 ⑬職員の責務
職員の責務に区民の生活状況、意見を広く把握することを入れて
ほしい。

　職員の責務としては、「最も身近な地方政府の一員であることを自覚する」ことを規
定するとともに、区の行政機関の役割と責務においても組織として「区民に最も身近
な行政機関として区民ニーズの的確な把握に努め、自らの判断と責任のもとに職務
を執行する」としています。職員には、新宿区という組織の一員として区民が求める
要望・意見をを的確に把握し、区政に反映させることとを当然の義務として規定して
います。

8月11日

29
⑫区の行政機関の役割と
責務

行政機関の役割③効果的かつ効率的な公共サービスの「効果的
かつ効率的」を「適切な」に変えてほしい。「効果的かつ効率的」で
は弱者に厳しくなる可能性がある。

　「効果的かつ効率的」が意味しているところは、効果と効率性のどちらも重要な要
素として公共サービスを提供することを位置づけたものです。決して効率性を求めた
結果、弱者に厳しいものであったりサービスの質をおろそかにしていいというもので
はありません。しかし、条例素案に「公正・公平な視点に立ち」の文言を付加え、ご意
見の主旨を反映しました。

8月11日

30 ⑰地域自治

住民自治組織に町会、商店会、マンション自治会などをどう位置
付けるのかが明確ではない。
課題別の自治組織にも言及すべきではないか。文化的な活動、
環境保全活動など…

  住民自治組織（地域自治組織）の制度については、自治基本条例において基本的
な枠組みを決め、その他の部分については別条例で規定します。

8月11日


